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基準財政収入額 
基準財政需要額 
財政力指数 
経常一般財源等 （A） 
経常経費充当一般財源等 （B） 

経常収支比率 （B）/（A）
 

 
標準財政規模 （C） 
経常一般財源比率 （A）/（C） 
起債制限比率 
実質公債費比率 

10,907,726千円 
16,594,879千円 

0.613 
22,123,616千円 
19,696,654千円 

84.5% 
（89.0%） 

21,840,579千円 
101.3% 
10.3% 
13.8%

区　　　　　分 平成18年度 

（注） 経常収支比率の（　）内数値は、減税補てん債及び臨 
 時財政対策債を控除して算出した。 

市、初めての通年決算
今回の歳入歳出決算は安曇野市が発足して初めての通年予算に基づく決算で、
いずれも賛成多数で認定されました。
合併したからといって財政的にゆとりがあるわけではなく、むしろ合併後の

難しい課題が山積するなか、市民が合併してよかったと実感できるような成果が
あげられるか、それが試された１年でした。

安曇野市初めての合併特例債を活用した給食センター建設事業
中部学校給食センター（左）と南部学校給食センター（右）
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■財政の状況

※この用語の説明は、3ページをご覧ください。

■会計別歳入歳出決算の状況

■地方財政状況調査表における
普通会計決算の財政構造

自主財源 
依存財源 
計 

45.6 
54.4 
100.0

16,544,246 
19,697,412 
36,241,658

区　分 
平成18年度 

決算額（千円） 構成比（％） 

（注） 「自主財源」：市税、分担金及び負担金、使用料及び 
 手数料、財産収入、寄付金、繰入金、繰越金及び諸収入 
 「依存財源」：自主財源以外の財源 

（一般会計・同和地区住宅新築資金等貸付 
事業特別会計）における自主財源と依存財 
源の状況 

（単位：円）  

（単位：円）  

区　　分 

一般会計 
特別会計 
同和地区住宅新築 
資金等貸付事業 
国民健康保険 
老人保健 
介護保険 
下水道事業 
農業集落排水事業 
上川手山林財産区 
北の沢山林財産区 
有明山林財産区 
富士尾沢山林財産区 
穂高山林財産区 
産業団地造成事業 
市営保養施設 

38,430,473,000 
30,298,398,000 

12,460,000       
8,777,766,000 
8,500,412,000 
5,378,925,000 
7,128,355,000 
193,684,000 
2,022,000 
168,000 
1,131,000 
1,097,000 
603,000 

270,898,000 
30,877,000

36,242,276,452 
30,137,593,306 

12,492,314       
8,806,216,958 
8,500,409,094 
5,380,816,495 
6,935,057,545 
195,638,434 
2,018,569 
165,077 
1,141,425 
1,098,580 
597,477 

271,074,556 
30,866,782 

35,684,943,109 
29,441,638,675 

8,815,609       
8,249,987,710 
8,490,809,094 
5,306,117,020 
6,892,028,684 
189,162,037 
1,746,942 
164,362 
76,437 
710,357 
258,857 

270,894,784 
30,866,782

557,333,343 
695,954,631 

3,676,705  
556,229,248 
9,600,000 
74,699,475 
43,028,861 
6,476,397 
271,627 

715 
1,064,988 
388,223 
338,620 
179,772 

0

予算額 歳入決算額 歳出決算額 歳入歳出差引額 

区　　分 

水道事業 

区　　分 

市営宿舎事業 

収益的収入 
収益的支出 
資本的収入 
資本的支出 

（注：資本的支出の不用額は、翌年度繰越額21,315,000円を差引いた残額） 

2,078,853,000 
2,025,267,000 
289,184,000 
1,926,669,000

2,073,176,628 
1,925,826,079 
326,400,942 
1,812,973,789

△5,676,372 
95,576,921 
37,216,942 
92,380,211

収益的収入 
収益的支出 
資本的収入 
資本的支出 

301,106,000 
301,106,000 

0 
16,905,000

270,765,596 
272,154,159 

0 
16,219,271

△ 30,340,404 
28,951,841 

0 
685,729

科　　目 予算額 決算額 収入：増減額 
支出：不用額 

科　　目 予算額 決算額 収入：増減額 
支出：不用額 



安曇野市 平成18年度

市
税
に
つ
い
て

市
税
収
入
の
各
部
収
入

未
済
額
を
合
計
す
る
と
非
常

に
大
き
な
金
額
だ
が
、
現
在

の
収
納
体
制
で
十
分
と
い
え

る
の
か
。市税

等
の
滞
納
関
係
に

つ
い
て
は
非
常
に
憂
慮
し
て

い
る
。
平
成
18
年
４
月
に
は

収
税
対
策
室
を
設
け
て
、
具

体
的
な
取
り
組
み
が
始
ま
っ

て
い
る
。地方

交
付
税
に
つ
い
て

は
、
17
年
度
、
18
年
度
と
増

え
て
い
る
。
こ
れ
は
合
併
に

際
し
て
の
特
例
措
置
を
受
け

た
結
果
の
金
額
と
い
う
こ
と

か
。

特
例
措
置
に
よ
る
増
加

と
い
う
よ
り
は
、
当
市
に
お

い
て
は
人
口
が
伸
び
て
い
る

の
で
、
交
付
税
の
基
準
の
単

位
が
今
ま
で
よ
り
大
き
く
な

っ
た
こ
と
、
市
制
移
行
に
伴

う
福
祉
事
務
所
の
設
置
に
よ

り
、
そ
の
経
費
が
算
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
る
。

こ
れ
は
財
源
的
に
余
裕
が
で

き
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

合
併
に
よ
り
事
務
が
市
に
移

行
さ
れ
た
た
め
に
増
え
た
に

す
ぎ
な
い
。

Ａ Ｑ Ａ Ｑ

市
の
財
政
は

経
常
収
支
比
率
に
つ
い

て
の
判
断
は
ど
う
か
。

18
年
度
の
決
算
統
計
上

の
数
字
で
は
84.5
％
で
、
前
年

度
よ
り
1.8
％
上
昇
し
た
。
増

え
て
い
る
部
分
は
、
国
保
、
老

健
、
介
護
保
険
、
下
水
道
に
対

す
る
繰
出
金
で
あ
る
。
特
に
下

水
道
に
つ
い
て
は
、
建
設
事
業

費
の
自
治
体
負
担
費
が
増
加
し

た
た
め
３
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し

た
。
職
員
定
数
削
減
や
経
常
経

費
削
減
な
ど
を
含
め
て
行
革
を

進
め
、
財
政
の
悪
化
を
少
な
く

し
て
い
き
た
い
。

人
事
と
健
康
管
理

「
職
員
は
市
の
財
産
」
と

い
う
観
点
か
ら
、
職
員
研
修
、

人
事
評
価
制
度
の
構
築
、
健

康
管
理
な
ど
、
ど
う
考
え
て

い
る
か
。18年

度
の
状
況
を
ふ
ま

え
、
新
年
度
か
ら
は
人
事
評

価
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
、
年
間
３

回
の
面
談
を
制
度
化
し
、
仕

事
の
進
捗
と
管
理
、
業
務
遂

行
上
の
課
題
や
担
当
者
の
悩

み
な
ど
も
把
握
す
る
機
会
を

と
ら
え
、
心
の
病
を
防
ぐ
た

め
の
対
応
策
も
講
じ
て
い
く
。

Ａ Ｑ Ａ Ｑ
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決
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質
疑
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●財政力指数
財政力を判断する指標として用いられ、この指数が1に
近いほど、あるいは1を超える団体は財源に余裕がある
とされており、当年度は0.613となっている。
●経常収支比率
財政構造の弾力性を判断する指標として用いられ、こ
の比率が80％を超える場合は、財政構造が弾力性を失
いつつあるとされており、当年度は84.5％となってい
る。
●経常一般財源比率
歳入構造の内容を判断するもので、この比率が100％を
超える度合いが高いほど一般財源に余裕があるとされ
ており、当年度は101.3％となっている。
●起債制限比率
地方債の許可制限に係る指標で、当年度の標準財政規
模から元利償還金と事業費補正に充てられた公債費を
差し引いた額に対する割合（当該年度を含む過去3年間
の平均値）を示すものであり、この比率が20％以上に
なると起債の許可が制限される。当年度は10.3％とな
っている。
●実質公債費比率
平成18年度からの地方債協議制度において地方債の信
用維持等の観点から、例外的に許可制度が規定されて
いる。許可団体に移行する基準と地方債の許可に関す
る指標であり、起債制限比率を見直し公債費負担の実
情をより反映したもの。過去3年間の平均値で18％を超
えると公債費負担適正化計画の作成が必要となる。
当年度は13.8％となっている。

◆審査の結果
審査に付された各会計歳入歳出決算書及びその付属書
類は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、
係数等は関係諸帳簿及び諸書類と照合した結果、正確
であるものと認められた。また、各基金の運用状況を
示す書類の係数は、関係諸帳簿と符合し正確で、運用
状況についても適正であると認められた。

◆総括意見
当年度は安曇野市として初めての通年決算となったが、
合併協定に基づく前年度からの継続事業・継続課題に
対応する事業を主体に行ってきた。
今後も市として大規模な施設整備等の事業が計画され
ている。
効率的な予算配分、事務事業の見直し等経費節減に努
めるとともに、計画的な財政運営に努められたい。
併せて、本庁舎等の建設を検討する中で、総合支所等
現有施設の有効活用も併せて取り組まれたい。

（注）平成18年4月1日から平成19年3月31日までの予算の執行結果に
対しての審査である。

監査委員事務局　横山代表監査委員

■「審査の結果」と「総括意見」 ■財政状況・用語の説明
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す
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、
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正
計
上
し
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実
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す
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ほ
ど
の
緊
急
性
は
な
い
。

ま
た
、
そ
の
主
た
る
財
源

を
目
的
基
金
に
求
め
て
い
る

が
、
本
来
目
的
基
金
は
安
易

に
こ
の
よ
う
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形
で
使
う
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な
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す
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対
で
あ
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。
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ビ
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事
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に
つ
い
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は
、
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だ
と
す
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い
と
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が
あ
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共
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。
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つ
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ァ
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が
営
業
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力
に
よ
っ

て
積
み
立
て
て
き
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
際
基
金
を

使
う
と
い
う
こ
と
は
妥
当
で

あ
る
と
考
え
、
賛
成
す
る
。
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9月定例会で決まりました9月定例会で決まりました
平成19年度安曇野市一般会計補正予算（第2号）など

平成19年安曇野市議会９月定例会は９月３日開会し、会期24日間をもって
９月26日に閉会しました。この間、市長提出議案など57件が審議されました。

平
成
19
年
度
安
曇
野
市

一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）に
つ
い
て

賛
成
多
数
で
可
決

賛
成

反
対

市民税現年課税分 
固定資産税現年課税分 
普通交付税 
障害者共同作業所新体系移行円滑化事業補助金 
農業用施設災害復旧事業補助金 
市有地売払収入 
財政調整基金繰入金 
三郷農林漁業体験実習館基金繰入金 
繰越金 
穂高広域施設組合受託金 
保育所建設事業（合併特例事業債） 
施設整備事業債 

1　歳入の主な増額・減額項目 

2　歳出の主な増額・減額項目 

補正予算額 
補正前の予算額 
補正後の予算額 

4億7,760万円 
329億7,890万円 
334億5,650万円 

歳 入 科 目 
1億2,000万円 
3,900万円 

12億513万5千円 
1,114万5千円 
1,354万5千円 
6,950万4千円 

△12億1,700万円 
2,680万5千円 

1億3,925万6千円 
△1,924万4千円 
△1億3,060万円 
1億2,850万円 

増（減）額見積額 
調定額増加 
調定額増加 
交付決定額 
共同作業センターの自立支援施設指定に向けた研究、体制整備に対する県（単）補助金の追加 
平成18年度実施復旧事業分の追加交付分 
市道改良事業に伴う住宅移転代替地売払い 
財源調整による基金繰入金の一部取りやめ 
ファインビュー室山改築に伴う基金の繰入 
平成18年度決算による繰越金 
バイオマスガス化事業に伴う事前準備を穂高広域施設組合が実施したことに伴う減額 
堀金保育園建設の財源の組替　合併特例債の一部を施設整備事業債への切り替え 
国庫補助金（次世代育成支援対策施設整備補助金）の一般財源化による影響緩和のために創設された施設整備事業債（一般財源化債）の追加 

主　な　内　容 

一般管理費（本庁舎等建設検討委員会外分） 
秘書・渉外 
国際友好交流事業 
身体障害者保護事業 
障害者支援事業 
地域生活支援事業（社会参加促進事業分） 
介護支援施設管理費 
児童福祉総務費（児童扶養手当分） 
穂高広域施設組合受託実験事業 
経営構造対策推進事業 
林業振興事業（枯損木伐倒処理分） 
安曇野地区広域排水事業 
市道新設改良事業 
地方道路交付金事業（事業費分） 
特定交通安全事業（事業費分） 
災害危険住宅移転事業 
交流学習センター事業 
明科体育施設管理費 

事　業　名 
57万2千円 
159万6千円 
111万1千円 
1,008万3千円 
1,373万1千円 
32万6千円 

△1,144万5千円 
1,500万円 

△1,924万4千円 
2,763万7千円 
1,900万円 

1億1,770万円 
1億554万3千円 
4,517万6千円 
△2,500万円 
1,804万8千円 
2,461万8千円 
7,286万9千円 

増（減）額見積額 
本庁舎建設等検討委員会出席謝礼、先進地視察旅費等 
名誉市民熊井啓氏の追悼記念式典等の開催経費 
クラムザッハ友好都市提携調印等経費 
更正医療費外（自立支援法改正による生活保護者の人工透析費用の障害者支援での対応） 
平成18年度事業費精算による還付金外 
障害者の社会参加促進のための要約筆記者養成講習会開催補助金の新設 
組織改正に伴う事務所（豊科地域福祉課）移転に係る管理費 
児童扶養手当対象者数の増加 
バイオマスガス化実験事業に係る生ごみ収集用品等の準備を組合自体が実施したことによる 
ファインビュー室山客室増設工事等 
松くい虫被害が拡大しており、被害木の伐倒処理を行い、カミキリムシの産卵を防ぐ防除対策費 
平成18年度広域排水事業地元負担金の精算による還付金（一般公共事業債・調整分の追加借入に伴う地元負担金の減額） 
明科地すべり地帯の緊急避難路新設、明科塩川原27号線の用地取得、及び既計画路線分 
補助金追加内示による既計画路線の事業拡大（豊科1-24・1-26、穂高1級15号線、三郷112号線） 
補助金減額内示による既計画路線の事業縮小（豊科北部209号線、中部376号線） 
災害危険住宅移転事業の都市計画総務費からの分離、及び追加 
穂高交流学習センター造成工事費等 
龍門渕公園照明施設老朽化による危険性の増大のための全設備改修費等 

主　な　内　容 

平成19年度一般会計補正予算（第2号）の概要 



報告第18号 

報告第19号 

議案第81号 

議案第82号 

議案第83号 

議案第84号 

議第第85号 

議案第86号 

議案第87号 

議案第88号 

議案第89号 

議案第90号 

議案第91号 

議案第92号 

議案第93号 

議案第94号 

議案第95号 

議案第96号 

議案第97号 

議案第98号 

議案第99号 

議案第100号 

議案第101号 

議案第102号 

議案第103号 

議案第104号 

議案第105号 

議案第106号 

議案第107号 

議案第108号 

地方自治法第180条の規定による 
専決処分の報告について 
平成18年度安曇野市水道事業 
会計継続費精算報告書について 
堀金村部落解放年金に関する条例を 
廃止する条例の制定について 
安曇野市国民健康保険条例の一部を 
改正する条例の制定について 
安曇野市保健センター条例及び安曇野市予防接種健康被害 
調査委員会条例の一部を改正する条例の制定について 
安曇野市厚生住宅条例の一部を 
改正する条例の制定について 
安曇野市学校設置条例の一部を 
改正する条例の制定について 
安曇野市学校給食センター条例の 
一部を改正する条例の制定について 
平成19年度安曇野市一般会計 
補正予算（第2号）について 
平成19年度安曇野市同和地区住宅新築資金等 
貸付事業特別会計補正予算（第1号）について 
平成19年度安曇野市国民健康保険特別 
会計補正予算（第1号）について 
平成19年度安曇野市介護保険特別会計 
補正予算（第1号）について 
平成19年度安曇野市下水道事業特別 
会計補正予算（第1号）について 
平成19年度安曇野市農業集落排水事業 
特別会計補正予算（第1号）について 
平成19年度安曇野市上川手山林財産区 
特別会計補正予算（第1号）について 
平成19年度安曇野市北の沢山林財産区 
特別会計補正予算（第2号）について 
平成19年度安曇野市有明山林財産区 
特別会計補正予算（第1号）について 
平成19年度安曇野市富士尾沢山林財産区 
特別会計補正予算（第1号）について 
平成19年度安曇野市穂高山林財産区 
特別会計補正予算（第1号）について 
平成19年度安曇野市産業団地造成事業 
特別会計補正予算（第1号）について 
平成18年度安曇野市一般会計 
歳入歳出決算の認定について 
平成18年度安曇野市同和地区住宅新築資金等貸付 
事業特別会計歳入歳出決算の認定について 
平成18年度安曇野市国民健康保険特別 
会計歳入歳出決算の認定について 
平成18年度安曇野市老人保健特別会計 
歳入歳出決算の認定について 
平成18年度安曇野市介護保険特別会計 
歳入歳出決算の認定について 
平成18年度安曇野市下水道事業特別 
会計歳入歳出決算の認定について 
平成18年度安曇野市農業集落排水事業 
特別会計歳入歳出決算の認定について 
平成18年度安曇野市上川手山林財産区 
特別会計歳入歳出決算の認定について 
平成18年度安曇野市北の沢山林財産区 
特別会計歳入歳出決算の認定について 
平成18年度安曇野市有明山林財産区 
特別会計歳入歳出決算の認定について 

受　　理 

承　　認 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

認　　定 

認　　定 

認　　定 

認　　定 

認　　定 

認　　定 

認　　定 

認　　定 

認　　定 

認　　定 

認　　定 

認　　定 

認　　定 

認　　定 

認　　定 

認　　定 

認　　定 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

適　　任 

同　　意 

同　　意 

同　　意 

同　　意 

同　　意 

 

 

原案可決 

原案可決 

 

 

審議未了 

採　　択 

 

 

審議未了 

審議未了 

審議未了 

継続審査 

継続審査 

採　　択 

議案第109号 

議案第110号 

議案第111号 

議案第112号 

議案第113号 

議案第114号 

議案第115号 

議案第116号 

議案第117号 

議案第118号 

議案第119号 

議案第120号 

議案第121号 

議案第122号 

議案第123号 

議案第124号 

議案第125号 

 

 

議員提出第11号 

議員提出第12号 

 

 

請願第5号 

請願第7号 

 

 

陳情第2号 

陳情第6号 

陳情第7号 

陳情第8号 

陳情第1号の1 

陳情第14号 

平成18年度安曇野市富士尾沢山林財産区 
特別会計歳入歳出決算の認定について 
平成18年度安曇野市穂高山林財産区 
特別会計歳入歳出決算の認定について 
平成18年度安曇野市産業団地造成事業 
特別会計歳入歳出決算の認定について 
平成18年度安曇野市営保養施設特別 
会計歳入歳出決算の認定について 
平成18年度安曇野市営宿舎事業会計 
決算の認定について 
平成18年度安曇野市水道事業会計 
決算の認定について 
平成18年度川手学校給食共同調理施設組合 
一般会計歳入歳出決算の認定について 
 市道の廃止について 
 
市道の認定について 
平成19年度三郷児童館新築工事 
請負契約について 
平成19年度堀金保育園整備事業堀金保育園 
移転新築工事請負契約について 
人権擁護委員の推薦につき意見を 
求めることについて 
固定資産評価審査委員会委員の 
選任について  
固定資産評価員の選任について 
安曇野市有明山林財産区管理会委員の 
選任について 
安曇野市富士尾沢山林財産区管理会 
委員の選任について 
安曇野市穂高山林財産区管理会委員の 
選任について 
 
 
 
 
私立高校への公費助成に関する意見書 
の提出について  
議員の研修視察について 

 
 
 
 
公共事業請負制度の改善並びに板金工業 
組合保証制度の導入に関する請願 
公共事業請負制度の改善並びに板金工業 
組合保証制度の導入に関する請願 
 
 
 
 
公共工事に関する建築物の設計者の選定及び建設省 
告示第1206号による設計報酬基準の採用について  
議会改革に関わる要望書 
「公共サービスの安易な民間開放に反対し、国民生活の 
「安心・安全」の確立を求める意見書」提出に関する陳情 
し尿収集許可業者の転廃業に関わる 
助成金についての要望 
国保税（料）と住民税の賦課・徴収に 
関する陳情書（総務委員会所管事項） 
私立高校に対する大幅公費助成を 
お願いする陳情書 

【市長提出議案】 

結　果 件　　　　　　　　名 議案番号 

請願番号 

議案番号 

【議員提出議案】 

陳情番号 

【陳情】 

【請願】 

平成19年安曇野市議会 9月定例会 

件　　　　　　　　名 結　果 

件　　　　　　　　名 結　果 

件　　　　　　　　名 結　果 
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議案の審査結果 議案の審査結果 

◆
中
村
道
子
氏
、
藤
原
和
子
氏

の
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ

い
て
、
適
任
と
し
ま
し
た
。

（
任
期
　
平
成
20
年
１
月
１
日

か
ら
３
年
）

◆
林
文
彦
氏
の
固
定
資
産
評
価

審
査
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ

い
て
、
同
意
し
ま
し
た
。

（
任
期
　
平
成
19
年
11
月
９
日

か
ら
３
年
）

◆
臼
井
茂
氏
の
固
定
資
産
評
価

員
退
任
に
伴
う
、
本
郷
良
一
氏

の
固
定
資
産
評
価
員
の
選
任
に

つ
い
て
、
同
意
し
ま
し
た
。

（
任
期
　
平
成
19
年
10
月
１
日

か
ら
）

◆
安
曇
野
市
有
明
山
林
財
産
区

管
理
会
委
員
の
選
任
に
つ
い

て
、
山
田
慶
喜
氏
、
遠
藤
文
男

氏
、
金
子
三
郎
氏
、
伊
藤
彰
一

氏
、
北
澤
大
希
氏
、
森
島
英
雄

氏
、
丸
山
公
範
氏
を
同
意
し
ま

し
た
。

◆
安
曇
野
市
富
士
尾
沢
山
林
財

産
区
管
理
会
委
員
の
選
任
に
つ

い
て
、
会
田
明
太
郎
氏
、
望
月

久
義
氏
、
木
口
和
英
氏
、
寺
島

系
長
氏
、
降
幡
国
幸
氏
、
白
澤

亀
内
氏
、
和
田
茂
氏
を
同
意
し

ま
し
た
。

◆
安
曇
野
市
穂
高
山
林
財
産
区

管
理
会
委
員
の
選
任
に
つ
い

て
、
望
月
力
氏
、
白
澤
伝
市
氏
、

布
野
赳
氏
、
勝
野
正
道
氏
、
望

月
英
蔵
氏
、
山
地
粛
氏
、
平
林

佳
樹
氏
を
同
意
し
ま
し
た
。

人
事
案
件
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19議員 市
政
問

を
う

市
政
問

を
う

一　般　質　問

９月19日（水）

高山　一栄　P６

大月　晃雄　P７

本郷　敏行　P７

松森　幸一　P８

小林　純子　P８

黒岩　宏成　P９

青柳　吉宏　P９

９月20日（木）

吉田　満男　P10

宮下　明博　P10

平林　徳子　P11

下里喜代一　P11

松尾　　宏　P12

浅川　保門　P12

９月21日（金）

丸山　祐之　P13

山田　高久　P13

藤森　康友　P14

松澤　好哲　P14

草深　　温　P15

宮澤　孝治　P15

９月定例会では、９月19日から21日までの３日間一般質問が行われました。

19議員が質問に立ち、活発な質問や提案がなされました。

平成19年安曇野市議会9月定例会一般質問

市
総
合
計
画
が
審
議
さ

れ
て
お
り
、
近
々
提
示
さ

れ
る
と
聞
い
て
い
る
。
豊
か
な

住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め

に
、
安
定
的
財
源
の
確
保
と
税

収
を
ど
の
よ
う
に
求
め
て
い
く

か
。
地
方
分
権
社
会
の
進
展
に

対
応
し
て
い
く
に
は
、
市
独
自

の
自
主
財
源
を
何
に
よ
っ
て
ど

の
よ
う
に
増
収
を
計
っ
て
い
く

か
。
企
業
誘
致
な
ど
、
将
来
ビ

ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
考
え
は
ど

う
か
。（

市
長
）
自
主
財
源
を

い
か
に
確
保
す
る
か
大
変

難
し
い
問
題
で
は
あ
る
。
地
方

自
治
存
続
に
は
基
盤
強
化
、
と

り
わ
け
経
済
基
盤
が
重
要
。
将

来
に
向
け
安
定
的
財
源
確
保
は

課
題
で
あ
る
。
地
方
分
権
改
革

が
進
む
な
か
、
三
位
一
体
改
革

の
な
か
で
税
源
移
譲
部
分
で
は

は
っ
き
り
し
た
線
が
ま
だ
で
き

て
い
な
い
。
全
国
市
長
会
を
通

し
て
、
国
と
地
方
の
税
配
分
を

５
対
５
に
す
べ
き
と
要
求
を
掲

げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
企

業
誘
致
に
つ
い
て
は
安
曇
野
市

の
イ
メ
ー
ジ
を
生
か
し
、
戦
略

的
な
企
業
誘
致
を
し
、
地
域
貢

献
企
業
に
対
し
て
は
支
援
も
積

極
的
に
行
っ
て
い
く
。
安
曇
野

市
の
イ
メ
ー
ジ
を
企
業
イ
メ
ー

ジ
に
繋
げ
進
め
て
い
き
た
い
。

（
企
画
財
政
部
長
）
市

の
基
本
構
想
で
企
業
誘
致

に
関
す
る
事
項
は
、
豊
か
な
産

業
の
あ
る
ま
ち
形
成
と
し
て
、

安
曇
野
の
地
と
私
た
ち
の
暮
ら

し
に
真
の
豊
か
さ
を
も
た
ら
す

こ
と
が
で
き
る
産
業
の
あ
る
ま

ち
づ
く
り
に
す
る
。
地
域
の
特

性
を
生
か
し
た
企
業
誘
致
を
進

め
、
関
連
産
業
と
連
携
の
と
れ

た
産
業
団
地
の
造
成
を
目
指
す

こ
と
を
基
本
方
針
に
掲
げ
、
基

盤
整
備
施
策
の
展
開
を
図
る
。

総
合
支
所
活
用
に
つ
い

て
は
、
施
設
の
耐
震
な
ど

の
問
題
は
あ
る
に
し
て
も
、
現

状
の
段
階
で
、
空
き
室
を
他
に

活
用
す
る
予
定
は
な
い
か
。

（
総
務
部
長
）
５
支
所

の
中
で
空
き
室
は
現
在
の

と
こ
ろ
堀
金
支
所
の
２
階
事
務

所
フ
ロ
ア
が
空
き
室
と
な
っ
て

い
る
以
外
は
使
用
可
能
な
所
は

な
い
。
堀
金
の
ス
ペ
ー
ス
に
つ

い
て
は
、
早
急
に
結
論
が
出
せ

る
よ
う
、
検
討
を
進
め
た
い
。

災
害
時
の
対
応
に
つ
い

て
、
災
害
の
大
小
に
よ
っ

て
は
異
な
る
が
、
避
難
場
所
、

仮
設
住
宅
を
必
要
と
し
た
場
合

の
予
定
場
所
、
危
機
管
理
の
対

応
は
ど
う
か
。

（
総
務
部
長
）
建
物
施

設
は
小
・
中
学
校
の
体
育

館
な
ど
180
施
設
、
避
難
場
所

は
学
校
の
校
庭
な
ど
83
カ
所
、

先
進
自
治
体
も
参
考
に
、
受
け

入
れ
・
支
援
体
制
の
整
備
を
し

て
い
く
。

法
務
局
（
登
記
所
）

要
請
に
つ
い
て

以
前
豊
科
に
出
張
所
が

あ
っ
た
が
、
松
本
へ
統
合

に
な
り
市
民
は
不
便
を
感
じ

て
い
る
。
再
度
当
市
に
誘
致

要
請
す
る
手
立
て
は
な
い
か
。

（
総
務
部
長
）
民
事
行

政
審
議
会
に
よ
る
登
記
所

の
適
正
配
置
に
関
す
る
答
申

で
、
平
成
16
年
１
月
13
日
付

を
も
っ
て
統
合
。
再
誘
致
は

今
の
と
こ
ろ
難
し
い
。

県
営
球
場
誘
致
に
つ
い
て

球
場
建
設
に
つ
い
て
は

す
で
に
調
査
費
が
計
上
さ

れ
て
お
り
調
査
中
と
思
う
が
、

進
捗
状
況
は
ど
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
か
。

（
教
育
次
長
）
誘
致
す

る
に
は
場
所
の
選
定
が
第

一
条
件
。
現
在
明
科
の
土
取

り
跡
地
と
い
う
こ
と
で
立
地

で
き
な
い
か
調
査
を
進
め
て

い
る
。
地
元
県
議
と
の
懇
談

会
に
お
い
て
も
、
構
想
を
県

営
球
場
の
位
置
づ
け
で
進
め

ら
れ
な
い
か
要
請
し
た
。
状

況
調
査
も
行
っ
て
お
り
、
基

礎
業
務
を
発
注
し
た
い
と
考

え
て
い
る
。

安
曇
野
市
ま
ち
づ
く
り
総
合
計
画
・
行
財
政
に
つ
い
て

高
　
山
　
一
　
栄

議
員
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合
併
協
議
で
は
安
曇
野

市
の
未
来
を
考
え
た
、
仮

想
十
万
人
都
市
の
財
政
状
況
の

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
描
い
た

が
、
合
併
を
地
域
づ
く
り
の
チ

ャ
ン
ス
と
し
、
合
併
特
例
債
を

大
き
な
武
器
に
、
安
曇
野
の
将

来
の
夢
を
描
き
合
併
に
調
印
し

て
き
た
。
財
政
の
健
全
化
と
、

今
後
の
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
る

か
。
合
併
協
議
で
は
、
458
億

円
の
特
例
債
限
度
額
の
内
、

360
億
円
位
使
っ
て
新
市
を
つ

く
ろ
う
、
こ
の
前
提
の
も
と
に

２
年
が
経
過
し
た
。９
月
８
日
、

信
濃
毎
日
新
聞
に
、
長
野
県
81

市
町
村
の
実
質
公
債
費
率
は
、

安
曇
野
市
は
13.8
％
で
、
下
か

ら
17
番
目
と
、
健
全
経
営
を
し

て
い
る
。
特
例
債
の
起
債
が
少

な
い
。
市
民
が
分
か
ら
な
い
の

が
特
例
債
と
い
う
行
政
用
語
。

今
日
は
民
間
の
言
葉
で
質
問
す

る
。
交
流
学
習
セ
ン
タ
ー
の
建

設
計
画
は
、
47
億
５，
０
０
０

万
円
で
、
そ
の
内
ま
ち
づ
く
り

交
付
金
の
補
助
金
が
11
億
円
、

旧
町
村
の
積
立
金
が
11
億
円
、

合
併
特
例
債
借
入
金
が
25
億

４，
０
０
０
万
円
、
一
般
財
源

は
６，
４
０
０
万
円
、
実
質
、

市
の
持
ち
出
し
は
約
８
億
円
で

建
物
が
で
き
る
。
特
例
債
（
借

金
）
は
事
業
費
の
95
％
に
適
用

さ
れ
70
％
を
国
が
利
息
と
と
も

に
交
付
税
で
補
助
し
て
く
れ

る
。
合
併
し
て
10
年
間
交
付
率

の
高
い
借
入
金
。
18
年
度
と
19

年
度
の
特
例
債
の
額
は
。

（
企
画
財
政
部
長
）
18

年
度
５
億
４，
７
１
０
万

円
そ
の
他
に
果
実
運
用
型
で
、

12
億
２，
５
５
０
万
円
、
19
年

度
の
予
定
は
給
食
セ
ン
タ
ー
他

で
21
億
４，
２
２
０
万
円
。

特
例
債
360
億
円
予
定
し

て
い
る
他
に
、
３
年
間
毎

年
12
億
２，
５
５
０
万
円
利
息

運
用
型
地
域
振
興
基
金
を
国
が

交
付
す
る
。
平
成
18
年
度
の
借

金
は
362
億
円
。
特
例
債
を
除

く
と
19
年
度
は
324
億
円
、
26

年
度
に
は
108
億
円
に
な
る
。

362
億
円
の
借
金
で
毎
年
の
返

済
金
が
40
億
（
交
付
税
含
む
）、

実
績
公
債
費
比
率
が
13.8
％
、

18
％
以
上
に
な
る
と
起
債
に
許

可
が
必
要
と
な
る
が
、
18
％
に

な
っ
た
時
の
返
済
金
は
い
く
ら

想
定
す
る
か
。

（
企
画
財
政
部
長
）
今

後
45
億
円
以
上
に
な
る
と

18
％
近
く
な
る
。
償
還
額
（
返

済
額
）
に
対
し
て
借
り
る
と
、

現
状
維
持
で
き
る
。

18
％
を
想
定
し
た
時
、

特
別
会
計
持
出
し
金
に
も

よ
る
が
、
372
億
円
の
借
金
が
26

年
度
に
108
億
円
に
減
る
。
そ

の
差
額
と
、
19
年
度
か
ら
26
年

度
ま
で
の
特
例
債
の
返
済
合
計

が
10
年
間
の
特
例
債
の
借
入
全

額
と
思
う
が
、間
違
い
な
い
か
。

（
企
画
財
政
部
長
）
こ

の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
は

地
方
債
の
全
て
。

起
債
も
各
種
あ
る
と
思

う
が
、
合
併
特
例
債
だ
け

で
考
え
た
時
、
360
億
円
の
起

債
は
難
し
い
。
日
赤
は
何
年
度

に
補
助
金
、
40
億
円
予
定
か
。

ま
た
、
庁
舎
建
設
は
い
つ
か
。

（
企
画
財
政
部
長
）
日

赤
は
20
年
か
ら
22
年
の
３

カ
年
。
庁
舎
は
合
併
10
年
間
の

後
半
に
算
入
。

新
市
の
建
設
計
画
は
、

事
業
費
700
億
円
に
達
し

て
い
る
。
特
例
債
の
使
え
る

期
間
は
後
７
年
。
駆
込
み
で

借
金
す
る
と
返
済
金
が
増
え
、

返
済
期
間
を
延
ば
さ
な
い
と

借
金
で
き
な
く
な
る
。
ど
う

思
う
か
。

（
企
画
財
政
部
長
）
事

業
計
画
の
中
で
、
40
億
円

か
ら
46
億
円
の
返
済
計
画
で

進
め
た
い
。
20
年
返
済
も
可

能
に
な
る
。

後
世
に
負
を
残
さ
な

い
。
条
件
の
良
い
借
金
を

使
っ
て
、
10
年
間
に
多
く
の

事
業
を
計
画
す
る
こ
と
を
望

む
。
子
育
て
に
関
す
る
事
業

で
、
保
育
園
の
建
て
替
え
だ

け
で
も
10
園
も
あ
る
。
庁
舎

の
建
設
に
60
億
円
、
文
化
ホ

ー
ル
に
20
億
円
か
か
る
と
想

定
す
る
が
。

（
市
長
）
市
と
し
て
の

基
盤
整
備
は
こ
れ
か
ら
。

合
併
特
例
債
は
税
源
移
譲
と
解

釈
、
有
効
に
使
用
す
る
。
公
債

費
比
率
、13.8
％
は
極
め
て
低
い
。

今
後
、
18
％
や
20
％
に
な
ら
ぬ

よ
う
に
使
っ
て
い
く
。
単
年
度

で
は
、
18
％
を
超
え
る
事
も
あ

り
得
る
。
必
要
性
緊
急
性
を
再

検
討
し
事
業
化
す
る
。

安
曇
野
市
の
ま
ち
づ
く
り
を
展
望
し
た
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
は

大
　
月
　
晃
　
雄

議
員
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新
市
建
設
計
画
の
中
の

住
民
の
生
活
ニ
ー
ズ
に
密

着
し
た
行
政
シ
ス
テ
ム
が
ど
う

構
築
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
目

的
に
向
か
っ
て
ど
う
進
捗
し
て

い
る
か
を
お
尋
ね
す
る
。
国
と

対
等
に
立
て
る
能
力
を
持
っ
た

戦
う
自
治
体
を
目
指
す
と
い
う

が
、
足
元
を
固
め
る
行
政
組
織

は
目
標
を
実
現
す
る
体
制
に
な

っ
て
い
る
か
。
市
長
が
目
指
し

た
自
治
の
理
想
を
ど
う
実
現
す

る
か
。（

市
長
）
難
し
い
問
題

で
あ
る
が
私
な
り
に
お
答

え
す
る
。
地
方
自
治
法
で
は
、

そ
の
役
割
を
住
民
の
福
祉
の
増

進
を
図
る
こ
と
を
基
本
と
し

て
、
地
域
に
お
け
る
行
政
を
自

主
的
か
つ
総
合
的
に
実
施
す
る

役
割
を
広
く
担
う
も
の
と
う
た

っ
て
い
る
。
ま
た
、
住
民
に
身

近
な
行
政
は
、
で
き
る
限
り
地

方
公
共
団
体
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と

を
基
本
と
す
る
と
言
っ
て
い

る
。
地
方
分
権
法
等
に
よ
り
、

一
応
こ
の
基
本
は
進
ん
で
い
る

よ
う
に
見
え
る
が
、
国
は
依
然

と
し
て
地
方
を
支
配
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
地
方
住
民
に
身
近

な
行
政
に
お
い
て
は
、
も
っ
と

地
方
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
我
々
が
地
方
を
主
張

し
、
地
方
の
権
利
を
堂
々
と
述

べ
て
い
く
た
め
に
は
、
み
ず
か

ら
を
改
革
し
、
み
ず
か
ら
の
能

力
を
上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
思
う
。
自
給
の
理
想

と
は
、
住
民
の
意
志
の
上
に
立

っ
て
、
福
祉
の
増
進
を
図
る
た

め
に
、
み
ず
か
ら
立
っ
て
い
く

こ
と
を
目
指
し
、
自
主
的
に
、

み
ず
か
ら
の
責
任
に
お
い
て
決

め
て
施
策
を
行
っ
て
い
く
、
そ

う
い
っ
た
こ
と
が
実
現
で
き
る

こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。

（
企
画
財
政
部
長
）
行

政
現
場
を
大
切
に
す
る
行

政
シ
ス
テ
ム
と
は
何
か
と
い
う

観
点
か
ら
お
答
え
す
る
。
ま
ち

づ
く
り
計
画
の
中
で
言
っ
て
い

る
よ
う
に
、
住
民
と
行
政
が
協

力
し
合
っ
て
地
域
を
よ
く
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
庁
、

支
所
、
地
域
審
議
会
と
い
う
部

分
を
シ
ス
テ
ム
と
し
て
置
く
と

い
う
の
が
基
本
的
考
え
方
で
あ

る
。
市
の
中
央
に
統
括
機
能
を

置
き
、
各
総
合
支
所
単
位
に
住

民
生
活
ニ
ー
ズ
に
密
着
し
て
対

応
で
き
る
よ
う
、
行
政
の
現
場

組
織
を
置
く
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
住
民
の
自
主
的
地
域
活
動

を
支
援
し
、
住
民
と
行
政
が
協

働
す
る
拠
点
と
し
て
の
役
割
を

も
た
せ
て
い
る
。
地
域
支
援
課

ま
ち
づ
く
り
推
進
係
が
そ
の
窓

口
で
あ
る
。

組
織
見
直
し
の
評
価
は

本
年
４
月
の
組
織
変
更

に
つ
い
て
は
、
本
庁
舎
を

建
設
し
、
支
所
機
能
を
縮
少
す

る
と
い
う
考
え
と
同
等
の
考
え

で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
が
、

現
状
は
本
庁
集
約
と
い
う
流
れ

に
な
っ
て
い
な
い
か
。

（
総
務
部
長
）
今
回
は

支
所
機
能
を
３
点
に
絞
っ

て
見
直
し
た
。
１
つ
は
窓
口
業

務
で
あ
り
、
２
点
目
は
住
民
の

生
活
に
直
接
か
か
わ
る
行
政
分

野
、
３
点
目
は
住
民
組
織
や
住

民
の
自
主
的
な
活
動
を
支
援

し
、
住
民
と
協
働
す
る
地
域
づ

く
り
の
推
進
で
あ
る
。
こ
れ
は

新
市
建
設
計
画
に
沿
っ
た
も
の

で
あ
り
、
市
民
の
期
待
に
こ
た

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
５
月
に
市
民
の
意
見

を
お
聞
き
す
る
た
め
窓
口
ア
ン

ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。
結
果
は

お
お
む
ね
良
好
で
あ
っ
た
が
、

少
数
の
不
満
と
い
う
意
見
も
あ

っ
た
。
真
摯
に
受
け
と
め
市
民

の
動
向
を
的
確
に
把
握
で
き
る

よ
う
努
め
て
い
く
。
今
後
区
長

か
ら
意
見
を
お
伺
い
す
る
こ
と

も
検
討
す
る
。
市
民
か
ら
の
提

言
は
庁
内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
職

員
共
有
情
報
と
し
て
業
務
改
善

に
生
か
し
た
い
。

自
治
の
理
想
を
実
現
す
る
組
織
に
つ
い
て

本
　
郷
　
敏
　
行

議
員
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市
の
監
査
委
員
は
自
治

法
に
定
め
ら
れ
た
監
査
権

を
行
使
し
㈱
三
郷
ベ
ジ
タ
ブ
ル

の
監
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
監

査
結
果
報
告
で
は
、
４
月
提
出

の
経
営
改
善
計
画
は
、
議
会
で

も
論
議
し
た
と
お
り
、
正
確
な

決
算
数
値
を
反
映
し
て
お
ら
ず

不
十
分
で
あ
る
と
し
て
再
提
出

を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け

て
市
は
ど
う
対
応
す
る
つ
も
り

か
。

（
市
長
）
第
三
セ
ク
タ

ー
と
い
う
こ
と
で
、
経
営

に
対
し
て
甘
え
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。
会
社
の
組
織
・
体
制

が
今
の
ま
ま
で
よ
い
か
検
証
を

進
め
る
。

（
産
業
観
光
部
長
）
経

営
改
善
計
画
は
改
正
す
べ

く
、
第
三
者
で
あ
る
会
計
事
務

所
、
カ
ゴ
メ
㈱
、
農
業
関
係
の

公
益
法
人
等
に
お
願
い
し
指
導

を
仰
ぐ
。
ま
た
、
市
の
出
資
法

人
あ
り
方
検
討
委
員
会
の
意
見

も
聞
き
な
が
ら
進
め
て
い
く
。

旧
三
郷
村
は
平
成
15
年

12
月
議
会
で
、
債
務
負
担

行
為
と
し
て
㈱
三
郷
ベ
ジ
タ
ブ

ル
に
係
わ
る
２
億
５，
０
０
０

万
円
の
損
失
補
償
を
議
決
し

た
。
損
失
補
償
の
違
法
性
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
㈱
三
郷
ベ
ジ

タ
ブ
ル
は
資
本
金
６，
０
０
０

万
円
し
か
運
転
資
金
が
な
く
、

始
め
か
ら
村
の
損
失
補
償
（
借

金
）
を
あ
て
に
し
た
事
業
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。

（
副
市
長
）
損
失
補
償

は
で
き
る
だ
け
避
け
る
の

が
基
本
だ
が
、
援
助
無
し
で
は

第
三
セ
ク
タ
ー
の
運
営
は
無
理

と
考
え
、
議
会
の
了
承
を
得
て

や
っ
た
。副

市
長
（
㈱
三
郷
ベ
ジ

タ
ブ
ル
会
長
）
は
「
責
任

を
感
じ
て
い
る
。
全
力
を
挙
げ

て
取
り
組
む
。」
と
言
う
だ
け

で
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
市

長
と
し
て
は
、経
営
陣
の
刷
新
、

あ
る
い
は
責
任
の
と
り
方
を
ど

う
す
べ
き
か
考
え
は
あ
る
か
。

（
市
長
）
㈱
三
郷
ベ
ジ

タ
ブ
ル
に
は
、
新
た
な
経

営
改
善
計
画
を
立
て
る
な
か

で
、
経
営
陣
の
刷
新
も
視
野
に

入
っ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る

し
、
市
長
と
し
て
も
そ
れ
を
期

待
し
て
い
る
。

情
報
公
開
条
例
の

適
切
な
運
用
に
つ
い
て

政
策
立
案
や
、
意
思
決

定
に
重
要
な
役
目
を
担
っ

て
い
る
審
議
会
や
、
委
員
会
の

会
議
録
作
成
の
た
め
に
記
録
さ

れ
た
電
磁
的
な
音
声
デ
ー
タ

は
、
紙
に
記
録
さ
れ
た
公
文
書

と
同
等
の
扱
い
を
す
る
よ
う
、

情
報
公
開
条
例
の
適
切
な
運
用

を
定
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
総
務
部
長
）
電
磁
的

な
音
声
記
録
は
、
正
確
な

会
議
録
を
作
成
す
る
た
め
の
補

助
的
手
段
。
正
確
な
会
議
録
が

確
定
さ
れ
た
後
は
、
文
書
管
理

規
定
に
従
っ
て
保
存
期
間
１
年

未
満
で
あ
り
、
消
去
す
る
。

会
議
の
記
録
は
会
議
概

要
の
場
合
、
要
約
す
る
職

員
の
判
断
が
入
る
の
で
、
正
確

さ
の
点
で
後
々
問
題
が
起
こ
り

う
る
。
電
磁
的
デ
ー
タ
も
公
文

書
と
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、５
年
、

10
年
の
保
存
期
間
を
定
め
た
方

が
よ
い
の
で
は
。

（
総
務
部
長
）
現
状
ど

お
り
で
や
っ
て
い
く
つ
も

り
だ
が
、
電
磁
的
デ
ー
タ
の
保

存
期
間
に
つ
い
て
の
検
討
は
当

然
な
が
ら
や
っ
て
い
き
た
い
。

三
セ
ク
㈱
三
郷
ベ
ジ
タ
ブ
ル
の
経
営
責
任
は

小
　
林
　
純
　
子

議
員
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市のホームページには情報
公開の手引きが

進
ま
な
い
住
宅
の
耐
震

改
修
の
要
因
、
対
策
は
。

（
都
市
建
設
部
長
）
い

つ
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い

地
震
の
た
め
に
多
額
の
投
資
は

で
き
な
い
。
建
築
後
の
年
数
が

経
過
し
て
お
り
、
近
い
将
来
建

て
替
え
を
し
た
い
等
、
改
修
に

躊
躇
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
耐

震
診
断
は
行
っ
た
が
補
強
工
事

に
進
め
な
い
理
由
等
の
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
を
行
っ
て
要
因
を
分

析
し
、
対
策
を
検
討
し
た
い
。

広
報
等
で
意
識
の
高
揚
を
図

る
と
と
も
に
、
耐
震
改
修
の
補

助
制
度
や
税
の
軽
減
措
置
等
も

Ｐ
Ｒ
し
て
い
く
。

高
齢
者
や
障
害
者
な
ど

災
害
時
要
援
護
者
の
避
難

支
援
の
取
り
組
み
は
。

（
市
長
）
災
害
時
に
お

け
る
要
援
護
者
の
避
難
支

援
対
策
を
早
急
に
構
築
す
る
必

要
が
あ
る
。
個
人
情
報
保
護
と

い
う
課
題
が
あ
る
が
、
人
命
に

か
か
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
慎
重

に
取
り
扱
う
な
か
で
、
個
人
的

な
情
報
を
的
確
に
つ
か
み
、
防

災
関
係
者
と
福
祉
関
係
者
の
平

常
時
か
ら
の
情
報
の
共
有
・
連

携
を
図
り
、
具
体
的
な
支
援
体

制
の
整
備
を
進
め
る
。

（
総
務
部
長
）
地
域
防

災
計
画
で
は
、
災
害
発
生

後
、
直
ち
に
避
難
支
援
計
画
に

よ
り
、
民
生
児
童
委
員
、
自
治

会
、
消
防
、
警
察
な
ど
関
係
機

関
の
協
力
を
得
て
、
災
害
時
要

援
護
者
の
安
否
、
保
健
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
要
否
等
を
迅
速
か
つ

的
確
な
把
握
に
努
め
る
と
し
て

い
る
が
、
現
在
は
一
人
一
人
の

具
体
的
な
支
援
計
画
は
で
き
て

い
な
い
。喫
緊
の
課
題
で
あ
り
、

関
係
部
局
と
連
携
し
て
避
難
支

援
計
画
づ
く
り
を
進
め
る
。

（
健
康
福
祉
部
長
）
健

康
福
祉
部
と
し
て
は
、
一

人
暮
ら
し
の
高
齢
者
、
在
宅
介

護
を
受
け
て
い
る
方
、
障
害
者

の
方
の
な
か
で
、
要
援
護
者
を

個
々
に
把
握
中
で
あ
り
、
民
生

児
童
委
員
は
防
災
マ
ッ
プ
等
を

作
成
中
で
あ
る
。
個
人
情
報
保

護
の
問
題
が
あ
り
、
現
在
は
情

報
の
共
有
は
さ
れ
て
い
な
い

が
、
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
安

否
確
認
等
の
円
滑
な
実
施
に
つ

い
て
の
通
達
に
あ
わ
せ
、
情
報

の
共
有
化
等
を
関
係
部
局
と
早

急
に
検
討
す
る
。

気
象
庁
の
緊
急
地
震
速

報
に
つ
い
て
、
市
の
有
効

活
用
は
。

（
総
務
部
長
）
来
春
の

稼
働
を
目
指
し
て
、
防
災

無
線
の
市
内
緊
急
一
括
放
送
が

で
き
る
統
合
卓
の
整
備
を
進
め

て
お
り
、
消
防
庁
の
全
国
瞬
時

警
報
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
、

で
き
る
だ
け
早
い
時
期
に
緊
急

地
震
速
報
を
各
家
庭
の
個
別
受

信
機
に
自
動
的
に
伝
え
ら
れ
る

よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
公
共
施

設
や
保
育
園
、学
校
な
ど
で
は
、

個
別
受
信
機
と
は
別
に
施
設
内

に
情
報
伝
達
で
き
る
受
信
機

器
・
シ
ス
テ
ム
の
整
備
を
検
討

す
る
。

母
子
家
庭
支
援
に
つ
い
て

母
子
家
庭
へ
の
就
労
支

援
等
の
取
り
組
み
は
。

（
健
康
福
祉
部
長
）
経

理
、
医
療
事
務
、
ヘ
ル
パ

ー
１
級
・
２
級
等
の
資
格
取
得

講
座
の
受
講
料
の
一
部
を
補
助

す
る
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付

金
支
給
事
業
と
、介
護
福
祉
士
、

保
育
士
等
の
資
格
取
得
の
修
学

を
支
援
す
る
高
等
技
能
訓
練
促

進
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

パ
ー
ト
労
働
者
で
雇
用
し
て

い
る
母
子
家
庭
の
母
を
、
職
業

訓
練
実
施
後
に
、
常
用
雇
用
に

転
換
し
た
事
業
主
に
奨
励
金
を

支
給
す
る
常
用
雇
用
転
換
奨
励

金
事
業
は
、
現
在
は
実
施
し
て

い
な
い
が
、
国
の
補
助
事
業
で

あ
り
、
今
後
、
制
度
の
実
施
に

向
け
て
検
討
す
る
。
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地
震
に
対
す
る
防
災
対
策
に
つ
い
て

松
　
森
　
幸
　
一

議
員
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生
き
る
力
を
つ
く
る
児

童
・
生
徒
の
た
め
の
学
校

給
食
が
、合
理
化
計
画
に
あ
る
。

学
校
給
食
は
学
校
教
育
の
一
環

で
は
な
い
か
。
伺
い
た
い
。

（
市
長
）
学
校
給
食
を

全
て
民
間
委
託
す
る
つ
も

り
は
な
い
。
調
理
・
洗
浄
・
配

送
業
務
が
委
託
さ
れ
た
か
ら
、

直
ち
に
食
育
な
ど
に
支
障
は
な

い
と
考
え
て
い
る
。
細
部
に
わ

た
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
検
証
し
な

が
ら
進
め
る
。

給
食
セ
ン
タ
ー
の
運

営
・
献
立
・
食
材
の
購

入
・
学
校
と
の
連
携
は
ど
う
な

る
か
。（

教
育
次
長
）
所
長
は

市
の
職
員
、
栄
養
士
は
県

の
職
員
。
献
立
は
栄
養
士
が
あ

た
る
。
食
材
の
購
入
は
給
食
セ

ン
タ
ー
で
発
注
す
る
。
市
の
栄

養
士
は
ア
レ
ル
ギ
ー
食
を
担
当

す
る
。

民
間
委
託
に
よ
る
メ

リ
ッ
ト
と
し
て
、
一
食

当
り
の
コ
ス
ト
は
現
在
と
比

べ
て
、
差
は
ど
う
試
算
し
て

い
る
か
。

（
教
育
次
長
）
平
成
18

年
度
の
人
件
費
、
維
持
管

理
費
は
一
食
当
り
約
160
円
位

で
あ
り
、
委
託
業
者
等
に
も
よ

る
が
、
約
三
分
の
二
に
な
る
だ

ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

非
常
勤
の
調
理
職
員
47

名
は
ど
う
な
る
か
。

（
教
育
次
長
）
現
在
い

る
調
理
員
は
委
託
先
で
も

働
き
た
い
と
い
う
希
望
者
は
雇

用
す
る
条
件
を
付
し
た
い
。

現
在
人
材
派
遣
会
社
の

業
務
が
低
迷
し
て
い
る
な

か
で
、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
の

基
本
原
則
、
サ
ー
ビ
ス
の
維
持

向
上
は
で
き
る
の
か
。

（
教
育
次
長
）
委
託
す

る
業
務
の
調
理
・
洗
浄
・

配
送
の
サ
ー
ビ
ス
は
現
在
や
っ

て
い
る
。
こ
れ
が
低
下
す
る
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。

食
の
安
全
は
確
保
で
き

る
か
と
い
う
点
で
、
特
に

ア
レ
ル
ギ
ー
食
に
つ
い
て
、
松

本
市
は
学
校
給
食
ア
レ
ル
ギ
ー

対
応
食
提
供
事
業
実
施
要
綱
に

よ
り
、
調
査
書
・
医
師
の
診
断

書
・
セ
ン
タ
ー
の
申
請
書
・
保

護
者
の
承
諾
書
と
、
児
童
・
生

徒
を
守
る
立
場
で
チ
ェ
ッ
ク
を

し
て
い
る
が
、
ど
う
考
え
て
い

る
か
。（

教
育
次
長
）
先
進
の

松
本
市
に
行
き
、
研
修
し

実
施
要
綱
を
作
成
、
対
応
食
意

向
調
査
を
始
め
た
い
。
医
師
の

指
示
書
に
よ
り
、
学
校
・
給
食

セ
ン
タ
ー
・
教
育
委
員
会
で
協

議
し
、
ア
レ
ル
ギ
ー
食
の
提
供

を
し
て
い
く
。

安
全
衛
生
・
検
食
・
検

査
な
ど
、
ま
た
、
化
学
調

味
料
の
使
用
な
ど
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
は
市
で
関
与
で
き
る

か
。

（
教
育
次
長
）
栄
養
士

が
調
理
の
現
場
に
入
り
、

管
理
監
督
す
る
。
委
託
契
約
で

関
与
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。

学
校
給
食
を
通
し
て
、

食
物
へ
の
感
謝
・
食
の
安

全
・
食
習
慣
・
郷
土
食
・
食
文

化
・
食
農
教
育
な
ど
食
育
指
導

は
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

（
教
育
次
長
）
学
校
で

は
Ｐ
Ｔ
Ａ
に
試
食
会
、
児

童
生
徒
は
給
食
を
通
し
て
栄
養

指
導
、
給
食
週
間
を
設
け
て
食

育
に
努
め
て
い
る
。

地
産
地
消
は
ど
う
な
る

か
。

（
教
育
次
長
）
各
セ
ン

タ
ー
共
な
る
べ
く
地
元
産

の
食
材
を
切
磋
琢
磨
使
用
し
て

ほ
し
い
。

学
校
給
食
米
飯
化
は

教
育
委
員
会
は
完
全
米

飯
化
し
て
い
る
学
校
へ
視

察
研
修
し
て
い
る
か
。

（
教
育
長
）
今
後
検
討

し
て
い
く
。

学
校
給
食
に
週
一
回
安

曇
野
産
の
日
を
設
定
で
き

な
い
か
。

（
市
長
）
お
そ
ら
く
全

市
一
斉
は
不
可
能
。
セ
ン

タ
ー
毎
に
日
を
決
め
て
、
で
き

る
だ
け
安
曇
野
産
を
使
っ
た
農

産
物
の
献
立
を
考
え
て
い
き
た

い
。

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
民
間
委
託
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
は
、
食
の
安
全
確
保
は

黒
　
岩
　
宏
　
成

議
員
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国
民
は
今
政
治
に
何
を

求
め
て
い
る
と
思
う
か

安
倍
首
相
が
政
権
を
投

げ
出
し
た
の
は
、
参
議
院

選
挙
で
示
さ
れ
た
国
民
の

審
判
を
、
き
ち
ん
と
受
け
止
め

ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
だ
と

思
う
。
国
民
の
声
は
政
治
、
行

政
に
何
を
求
め
て
い
た
と
思
う

か
。

（
市
長
）
地
方
の
声
・

地
方
の
反
乱
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

地
方
と
都
市
の
格
差
、
医
療

環
境
を
考
え
れ
ば
わ
か
る
こ
と

で
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
さ
ま

ざ
ま
な
不
安
が
こ
の
結
果
を
も

た
ら
し
た
。

地
方
の
問
題
は
大
き
な

こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う

が
、
日
本
が
軍
事
大
国
に
向
か

っ
て
い
く
こ
と
に
対
す
る
懸

念
、
そ
し
て
生
活
に
対
す
る
不

安
、
負
担
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。（

市
長
）
軍
事
大
国
に

な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
の

は
、
ち
ょ
っ
と
極
端
で
は
な
い

か
と
思
う
。
地
方
分
権
推
進
と

い
う
こ
と
で
平
成
の
大
合
併
の

号
令
を
か
け
て
、
地
方
は
大
変

努
力
し
、
こ
た
え
て
き
た
。
全

く
国
自
身
は
何
も
改
革
し
て
い

な
い
と
い
う
不
満
を
も
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

ト
マ
ト
栽
培
施
設

破
た
ん
す
れ
ば

補
助
金
も
返
還

三
郷
ト
マ
ト
栽
培
施
設

の
事
業
が
、
も
し
破
た
ん

し
た
場
合
に
、
借
り
た
借
金
は

返
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思

う
が
、
国
の
補
助
金
の
扱
い
は

ど
う
な
る
の
か
。

（
産
業
観
光
部
長
）
補

助
金
に
つ
い
て
は
国
に
返

還
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

監
査
委
員
の
報
告
の
中

に
、
改
善
計
画
の
点
に
つ

い
て
、
市
民
に
わ
か
り
や
す
い

改
善
計
画
を
立
て
直
し
て
ほ
し

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
ど
う

な
の
か
。

（
産
業
観
光
部
長
）
十

分
検
討
し
、
改
善
計
画
を

見
直
し
て
い
き
た
い
。

こ
の
事
業
自
体
が
、
行

政
が
行
う
と
い
う
意
味
で

は
無
理
が
あ
っ
た
と
思
う
が
ど

う
か
。（

市
長
）
行
政
は
行
政

の
や
る
べ
き
事
に
専
念
す

べ
き
で
あ
り
、
今
後
そ
う
い
う

話
が
あ
っ
た
ら
、
慎
重
に
対
応

す
る
。（

副
市
長
）
農
業
や
地

域
振
興
と
い
う
考
え
が
あ

っ
た
が
、
結
果
と
し
て
迷
惑
を

か
け
て
し
ま
っ
た
。
早
く
再
建

計
画
を
立
て
、
軌
道
に
乗
る
よ

う
努
力
し
な
け
れ
ば
と
思
っ
て

い
る
。

交
流
セ
ン
タ
ー

住
民
の
理
解
は

得
ら
れ
て
い
る
か

穂
高
の
交
流
セ
ン
タ
ー

に
つ
い
て
、
今
議
会
に
造

成
事
業
の
予
算
が
出
さ
れ
た
。

住
民
の
中
に
一
定
の
不
安
が
あ

る
と
思
う
が
、
十
分
理
解
さ
れ

て
い
る
と
思
う
か
。

（
市
長
）
合
併
前
か
ら

の
地
域
の
強
い
要
望
で
あ

り
、
市
と
し
て
見
直
す
中
で
、

住
民
参
加
、
住
民
公
開
と
い
う

こ
と
で
行
っ
た
。
い
つ
実
行
し

て
い
く
か
も
、
行
政
と
し
て
大

切
な
事
で
あ
り
、
決
断
も
必
要

で
あ
る
。昨

年
の
８
月
市
民
タ
イ

ム
ス
に
、
容
器
包
装
リ
サ

イ
ク
ル
の
分
別
検
査
の
ラ
ン
ク

が
Ｄ
と
あ
っ
た
が
、
状
況
は
ど

う
か
。
ゴ
ミ
の
問
題
は
ま
ち
づ

く
り
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
思
う

が
。

（
市
民
環
境
部
長
）
二

重
袋
、
油
汚
れ
な
ど
あ
っ

た
。現
在
は
Ａ
ラ
ン
ク
で
あ
る
。

（
市
長
）
市
民
の
皆
さ

ん
に
工
夫
や
苦
労
を
理
解

し
実
行
し
て
い
た
だ
け
な
い
と

成
就
さ
れ
な
い
。
相
互
信
頼
の

も
と
に
進
め
て
い
く
事
業
で
あ

る
。

����

�������

�� ���

三
郷
ト
マ
ト
栽
培
施
設
　
行
政
が
行
う
事
業
と
し
て
問
題
で
は

青
　
柳
　
吉
　
宏

議
員
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合
併
特
例
債
の
使
い
方

こ
の
低
成
長
時
代
に
あ
っ

て
、
市
の
借
金
を
多
く
抱

え
る
中
で
の
使
い
方
は
ど
う
あ

る
べ
き
か
。
精
神
的
な
面
を
大

事
に
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る

が
、
350
億
円
か
ら
の
起
債
、

合
併
特
例
債
を
使
う
と
い
う
こ

と
に
お
い
て
は
疑
問
が
あ
る
。

特
に
近
々
行
わ
れ
よ
う
と
し
て

い
る
３
カ
所
の
交
流
学
習
セ
ン

タ
ー
、
こ
れ
が
本
当
に
必
要
か

ど
う
か
。
優
先
順
位
が
正
し
い

か
ど
う
か
。

（
市
長
）
返
せ
る
範
囲

内
で
借
金
を
し
て
い
く
場

合
に
は
、
こ
れ
は
全
く
問
題
な

い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
安
曇
野
市

が
住
み
や
す
い
、
市
民
の
皆
様

に
と
っ
て
も
安
全
で
安
心
で
暮

ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
に
使
っ
て

い
く
こ
と
は
、
行
政
の
当
然
の

義
務
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
観

点
で
特
例
債
を
理
解
い
た
だ
き

た
い
。

㈱
三
郷
ベ
ジ
タ
ブ
ル

18
年
度
の
監
査
の
結
果

を
見
て
、
市
民
が
見
て
も

わ
か
り
や
す
い
新
た
な
計
画
書

の
作
成
を
し
て
、
広
く
理
解
を

得
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
ど

う
か
。（

産
業
観
光
部
長
）
指

摘
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て

は
も
う
一
回
見
直
し
を
し
て
、

経
営
を
軌
道
に
乗
せ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

る
。
課
題
解
決
、
問
題
点
解
決

に
向
か
っ
て
今
努
力
し
て
い

る
。
そ
れ
が
解
決
で
き
て
い
け

ば
健
全
な
経
営
に
戻
っ
て
い
く

と
考
え
て
い
る
。

財
政
面
の
課
題

第
三
セ
ク
タ
ー
等
を
含

め
た
、
わ
か
り
や
す
い
連

結
決
算
方
式
の
開
示
に
つ
い
て

は
い
つ
か
。
専
門
家
に
ゆ
だ
ね

る
と
い
う
考
え
が
あ
る
か
。
安

曇
野
赤
十
字
病
院
の
建
替
え
補

助
40
億
円
に
つ
い
て
、考
え
は
。

（
企
画
財
政
部
長
）
20

年
度
か
ら
特
別
会
計
や
、

第
三
セ
ク
タ
ー
な
ど
の
市
の
影

響
す
べ
き
会
計
を
実
質
赤
字
比

率
、
連
結
実
質
赤
字
比
率
、
実

質
公
債
費
比
率
、
将
来
負
担
率

の
４
つ
の
指
標
を
用
い
て
健
全

度
を
判
断
す
る
。
法
律
（
健
全

化
法
）
が
６
月
22
日
に
制
定
さ

れ
、
そ
れ
を
受
け
、
今
年
度
の

12
月
ま
で
に
指
標
の
具
体
的
算

定
ル
ー
ル
及
び
早
期
健
全
化
基

準
、
財
政
再
生
基
準
等
を
内
容

と
す
る
政
令
・
省
令
を
現
在
国

の
方
で
つ
く
っ
て
い
る
。
国
は

20
年
度
の
決
算
か
ら
と
い
う
こ

と
、
市
に
お
い
て
は
19
年
度
決

算
か
ら
連
結
で
行
い
た
い
と
考

え
て
い
る
。
安
曇
野
赤
十
字
病

院
へ
の
補
助
40
億
円
は
、
赤
十

字
病
院
側
か
ら
の
要
望
で
あ

り
、
実
際
建
設
計
画
等
が
明
確

に
な
っ
た
段
階
に
お
い
て
、
正

式
に
安
曇
野
赤
十
字
病
院
か
ら

そ
う
い
う
要
望
を
受
け
て
決
定

し
て
い
く
。

市
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン

市
に
な
っ
て
２
年
が
経

っ
た
が
、
都
市
計
画
上
の

グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
、
方
向

性
を
示
し
て
い
る
の
か
ど
う

か
。

（
企
画
財
政
部
長
）
総

合
計
画
が
全
体
の
安
曇
野

市
と
し
て
の
基
本
的
な
グ
ラ
ン

ド
デ
ザ
イ
ン
に
な
る
。
そ
れ
に

対
す
る
配
置
計
画
に
つ
い
て

は
、
現
在
ま
だ
個
別
計
画
ま
で

は
至
っ
て
い
な
い
。
ま
ち
づ
く

り
計
画
を
踏
ま
え
な
が
ら
策
定

し
て
い
る
。

市
の
財
政
に
つ
い
て吉

　
田
　
満
　
男

議
員
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下
水
道
は
快
適
な
生
活

環
境
と
河
川
な
ど
の
水
質

保
全
の
役
割
を
担
っ
て
お
り
、

ま
ち
づ
く
り
に
は
必
要
不
可
欠

事
業
と
い
え
る
が
、
企
業
債
残

高
が
約
440
億
円
と
い
う
大
変

な
額
に
な
っ
て
い
る
。

下
水
道
事
業
に
公
営
企
業
法

を
適
用
す
る
時
期
は
い
つ
ご
ろ

を
予
定
し
て
い
る
の
か
。

（
上
下
水
道
部
業
務
課

長
）
21
年
度
に
豊
科
地
区

の
整
備
が
終
了
す
る
の
が
一
つ

の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
な
る
と
考
え

て
い
る
。
維
持
管
理
に
つ
い
て

は
、民
間
委
託
を
す
る
こ
と
で
、

経
費
削
減
を
目
指
し
、
よ
り
効

率
的
な
経
営
に
努
め
、
出
来
る

限
り
市
民
の
皆
さ
ん
の
負
担
増

を
軽
く
す
る
よ
う
努
力
し
て
い

き
た
い
。企

業
債
残
高
の
う
ち
今

後
ど
れ
く
ら
い
が
下
水
道

料
金
と
し
て
転
嫁
さ
れ
る
の

か
。

（
上
下
水
道
部
業
務
課

長
）
約
六
割
に
つ
い
て
は

一
般
会
計
か
ら
の
繰
り
入
れ

で
、
残
り
の
四
割
に
つ
い
て
使

用
料
で
賄
っ
て
い
る
が
、
使
用

料
金
で
賄
う
割
合
を
27
年
度
ま

で
に
三
年
ご
と
に
約
10
％
引
き

上
げ
て
い
く
見
通
し
。

な
ぜ
水
洗
化
率
が
上
が

ら
な
い
の
か
。
そ
の
対
策

は
ど
の
よ
う
に
し
て
い
る
の

か
。

（
上
下
水
道
部
業
務
課

長
）
経
済
的
な
理
由
が
あ

る
の
で
市
内
の
金
融
機
関
と
の

協
調
融
資
で
利
子
補
給
を
や
っ

て
い
る
。
ま
た
、
職
員
等
で
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
つ
く
る
な
ど
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
戸
別
に
家
庭
訪

問
す
る
等
、
地
道
に
お
願
い
し

て
い
く
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

﹇
要
望
﹈
下
水
道
整
備
が
済
ん

だ
地
域
、
穂
高
の
集
落
居
住
ゾ

ー
ン
や
特
に
豊
科
地
域
の
市
街

化
区
域
で
あ
る
72
ha
、
こ
う
い

っ
た
地
域
に
は
な
る
べ
く
多
く

の
人
に
住
ん
で
い
た
だ
き
、
水

洗
化
率
を
高
め
る
こ
と
が
健
全

な
下
水
道
事
業
に
繋
が
る
大
き

な
要
素
だ
と
思
う
。

検
討
委
員
会
、
審
議
会
と

議
会
と
の
関
係
に
つ
い
て

合
併
協
議
会
で
結
論
が

出
せ
ず
、
そ
れ
を
追
及
す

る
と
合
併
が
危
う
い
と
い
う
こ

と
で
先
送
り
を
さ
れ
た
重
要
な

課
題
で
あ
る
「
土
地
利
用
の
ル

ー
ル
づ
く
り
」
と
「
本
庁
舎
建

設
の
位
置
と
規
模
」
こ
れ
に
つ

い
て
検
討
委
員
会
、
審
議
会
と

市
議
会
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
か
。

（
市
長
）
で
き
る
だ
け

多
く
の
皆
さ
ん
の
声
を
効

率
よ
く
集
め
る
意
見
集
団
と

し
て
、
検
討
委
員
会
・
審
議

会
が
出
来
て
い
る
。
そ
の
中

で
、
決
ま
っ
た
こ
と
が
す
べ

て
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ

て
議
会
の
常
任
委
員
会
だ
と

か
、
議
会
全
員
協
議
会
等
を

使
っ
て
絶
え
ず
情
報
交
換
を

し
て
い
く
。

（
都
市
建
設
部
長
）
土

地
利
用
に
つ
い
て
専
門
委

員
会
は
補
助
機
関
、
市
民
検
討

委
員
会
は
附
属
機
関
に
準
ず
る

機
関
と
い
う
こ
と
で
、
諮
問
事

項
に
つ
い
て
意
見
を
答
申
す
る

組
織
で
あ
り
、
決
定
す
る
の
は

市
長
で
あ
り
、
議
決
事
項
に
つ

い
て
は
議
会
の
判
断
だ
と
認
識

し
て
い
る
。

（
市
長
）
本
庁
舎
に
つ

い
て
第
二
次
委
員
会
で
の

検
討
も
考
え
て
お
り
、
事
あ
る

ご
と
に
議
員
に
も
そ
の
経
緯
、

経
過
等
を
報
告
し
な
が
ら
意
見

を
聞
い
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
る
。
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下
水
道
事
業
会
計
健
全
化
に
つ
い
て

宮
　
下
　
明
　
博

議
員
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三
郷
北
小
倉
に
建
設
さ

れ
た
民
間
の
産
業
廃
棄
物

中
間
処
理
施
設
に
つ
い
て
は
、

処
理
量
が
非
常
に
多
い
。
処
理

さ
れ
る
ゴ
ミ
の
多
様
さ
、
立
地

場
所
が
不
適
。
農
産
物
な
ど
へ

の
風
評
被
害
な
ど
、
住
民
の
皆

さ
ん
が
大
変
心
配
さ
れ
て
い

る
。
市
の
考
え
方
に
つ
い
て
伺

う
。

（
市
長
）
市
は
基
本
的

に
住
民
を
守
る
義
務
が
あ

る
こ
と
を
重
く
受
け
止
め
、
市

民
の
側
に
立
ち
考
え
て
い
く
。

現
在
係
争
中
で
あ
る
が
出
来
る

こ
と
は
積
極
的
に
活
動
す
る
。

隣
接
す
る
施
設
の
環
境

調
査
は
ど
う
す
る
か
。

（
市
民
環
境
部
長
）
７

月
か
ら
は
県
で
は
行
わ
な

い
の
で
、市
民
の
不
安
の
解
消
、

正
確
な
結
果
を
得
る
た
め
、
煤

塵
・
騒
音
等
環
境
影
響
調
査
を

実
施
す
る
費
用
を
、
今
定
例
議

会
に
提
案
し
た
。

①
地
下
水
調
査
②
水
質

調
査
③
活
断
層
の
調
査

は
。

（
市
民
環
境
部
長
）
①

水
資
源
対
策
協
議
会
に
よ

る
地
下
水
実
態
調
査
実
施
。
②

三
田
工
業
団
地
内
で
実
施
し
て

い
る
。
③
黒
沢
ダ
ム
に
関
係
す

る
周
辺
調
査
の
資
料
な
ど
を
活

用
す
る
。一

般
廃
棄
物
に
つ
い
て

穂
高
広
域
施
設
組
合
よ
り

基
本
計
画
が
出
さ
れ
た
。
見
通

し
や
今
後
の
進
め
方
は
。

（
市
民
環
境
部
長
）
基

本
計
画
で
は
組
合
で
中
間

処
理
し
た
残
渣
は
、
自
区
内
処

理
を
原
則
に
す
べ
き
と
言
う
考

え
か
ら
、
管
内
に
最
終
処
分
場

を
確
保
し
適
正
に
管
理
す
る
こ

と
を
基
本
と
す
る
。
施
設
整
備

は
公
共
関
与
で
組
合
が
行
い
、

運
営
を
地
区
住
民
が
監
視
で
き

る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
責
任

を
持
ち
対
応
す
る
。

①
家
庭
②
事
業
所
③
ス

ー
パ
ー
の
レ
ジ
袋
減
量
の

取
組
み
は
。

（
市
民
環
境
部
長
）
①

発
生
抑
制
と
再
使
用
の
意

識
向
上
を
。
資
源
は
増
加
傾
向

で
あ
る
。
②
年
々
増
加
し
て
い

る
の
で
協
力
を
呼
び
か
け
て
い

る
。
③
消
費
者
の
会
と
の
連
携

に
よ
り
マ
イ
バ
ッ
グ
運
動
の
取

り
組
み
を
考
え
る
。

①
剪
定
枝
の
対
応
②
リ

サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
が
三

郷
と
堀
金
に
な
い
が
。

（
市
民
環
境
部
長
）
①

機
械
が
太
さ
８
cm
以
上
の

物
が
な
い
。
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ

ー
の
ホ
ッ
パ
ー
が
詰
ま
る
の
で

理
解
願
う
。
②
市
全
体
の
計
画

を
立
て
る
中
で
再
度
検
討
し
た

い
。男

女
共
同
参
画
に
関
す
る

調
査
結
果
に
つ
い
て

３
月
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
し
た
結
果
に
よ
る
と

75
％
の
人
が
、
現
在
世
の
中

は
男
女
平
等
で
は
な
い
と
答

え
て
い
る
。
そ
こ
で
啓
発
活

動
が
重
要
に
な
る
。
男
女
共

同
参
画
の
担
当
課
は
人
権
尊

重
課
人
権
尊
重
係
で
あ
る
。

県
内
19
市
の
内
、
男
女
共
同

参
画
と
名
の
つ
く
課
や
係
、

担
当
は
13
市
、
男
女
共
生
が

４
市
、
茅
野
市
は
パ
ー
ト
ナ

ー
シ
ッ
プ
の
ま
ち
づ
く
り
推

進
課
で
あ
る
。
課
の
名
称
変

更
を
考
え
た
ら
ど
う
か
。

（
総
務
部
長
）
人
権
の

中
に
男
女
共
同
参
画
も

含
ま
れ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

今
後
組
織
の
見
直
し
の
中
で

検
討
し
た
い
。

緊
急
地
震
速
報
に
つ
い
て

防
災
無
線
の
屋
外
受

信
機
が
地
形
に
よ
り
聞

き
に
く
い
と
の
声
が
あ
る
。

ま
た
、
戸
別
受
信
機
の
点
検

に
つ
い
て
の
考
え
は
。

（
総
務
部
長
）
屋
外
受

信
機
は
向
き
等
に
つ
い

て
検
証
し
て
行
く
。
戸
別
受

信
機
は
老
朽
化
し
た
地
域
か

ら
順
次
交
換
す
る
。

保
育
園
・
小
学
校
は

災
害
時
の
訓
練
を
し
て

い
る
と
聞
く
。
市
の
関
連
施

設
は
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る

か
。

（
総
務
部
長
）
10
月
末

に
訓
練
を
実
施
し
、
し

っ
か
り
対
応
し
て
行
き
た
い
。

産
業
廃
棄
物
・
一
般
廃
棄
物
処
理
に
つ
い
て

平
　
林
　
徳
　
子

議
員
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来
年
四
月
か
ら
75
歳
以

上
を
対
象
に
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
が
実
施
さ
れ
る
。
月

６，
２
０
０
円
の
保
険
料
を
年

金
か
ら
天
引
き
さ
れ
、
滞
納
者

は
保
険
証
を
と
り
あ
げ
ら
れ
る

と
い
う
内
容
だ
。
こ
う
し
た
医

療
制
度
を
ど
う
考
え
る
の
か
。

（
市
長
）
国
民
皆
保
険

制
度
を
堅
持
し
、
公
的
医

療
制
度
を
一
本
化
し
て
、
国
民

全
体
の
給
付
と
負
担
の
公
平
を

図
る
べ
き
だ
。
国
民
健
康
保
険

の
負
担
軽
減
が
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
は
含
ま
れ
て
お
り
、

医
療
保
険
の
一
本
化
に
い
た
る

道
筋
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

厚
労
相
は
医
療
制
度
の

負
担
増
の
凍
結
を
検
討
す

る
と
言
明
し
て
い
る
。
医
療
費

が
払
え
な
い
、
医
者
に
行
く
回

数
を
減
ら
す
と
い
っ
た
声
が
あ

る
が
、
医
療
制
度
の
市
民
へ
の

徹
底
は
。

（
市
民
環
境
部
長
）
対

象
は
当
市
で
約
１
２，
６

０
０
人
が
該
当
す
る
。
広
報
、

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、
ポ
ス
タ
ー
、

市
職
員
に
よ
る
宣
伝
に
努
め
た

い
。

生
活
費
に
困
り
、
保
険

料
を
滞
納
す
る
ケ
ー
ス
が

生
ま
れ
る
。
医
療
費
を
全
額
負

担
で
き
な
い
こ
と
で
、
医
療
機

関
か
ら
遠
の
き
、
重
病
に
な
っ

て
亡
く
な
る
と
い
う
悲
惨
な
事

例
の
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
制

度
は
中
止
、
撤
回
、
大
幅
な
見

直
し
が
必
要
で
は
な
い
か
。

（
市
民
環
境
部
長
）
所

得
に
よ
る
軽
減
措
置
が
あ

り
、
月
１
５，
０
０
０
円
の
年

金
収
入
な
ら
保
険
料
は
月
900

円
と
な
る
。滞
納
が
増
え
る
と
、

全
体
に
負
担
が
か
か
っ
て
し
ま

う
。小

卒
ま
で
医
療
費
無
料
の

子
育
て
支
援
の
施
策
を

ぜ
ひ

20
〜
40
代
の
子
育
て
世

代
へ
の
支
援
と
し
て
、
小

学
校
卒
業
ま
で
医
療
費
の
無
料

化
、
明
科
・
豊
科
で
実
施
し
て

い
た
出
産
祝
い
金
制
度
の
創
設

を
検
討
し
て
も
ら
い
た
い
が
ど

う
か
。（

健
康
福
祉
部
長
）
小

学
校
卒
業
ま
で
無
料
と
な

る
と
１
億
３，
５
０
０
万
円
の

一
般
財
源
が
必
要
と
な
り
、
現

在
で
は
実
施
で
き
な
い
。
出
産

祝
い
金
は
、
少
子
化
対
策
の
効

果
が
あ
が
っ
て
い
な
い
こ
と
で

新
市
発
足
時
に
廃
止
し
た
経
過

が
あ
り
、
実
施
は
考
え
て
い
な

い
。

２
人
、
３
人
と
子
ど
も

を
産
み
た
い
が
出
産
費
用

で
考
え
て
し
ま
う
と
い
う
声
が

あ
る
。
市
民
の
た
め
に
財
源
を

充
て
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
健
康
福
祉
部
長
）
一

人
10
万
円
な
ら
年
間
７，

０
０
０
万
円
が
必
要
だ
が
、
現

在
で
は
と
て
も
や
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。

「
あ
ず
み
ん
」
は
市
民
の

足
に
な
れ
る
の
か

「
あ
ず
み
ん
」
登
録
者

は
２
万
人
に
達
し
た
。
バ

ス
を
利
用
し
て
き
た
人
は
、
煩

わ
し
い
、
近
距
離
な
ら
バ
ス
料

金
の
ほ
う
が
安
く
て
よ
か
っ
た

と
い
う
声
も
あ
る
。
使
い
勝
手

の
よ
い
公
共
交
通
を
ど
う
つ
く

る
の
か
。

（
企
画
財
政
部
長
）「
あ

ず
み
ん
」
の
利
用
は
６
日

間
で
１，
０
２
３
人
、
１
日
平

均
170
・
５
人
。
目
的
地
で
一

番
多
い
の
は
日
赤
と
そ
の
周
辺

の
大
型
商
業
施
設
だ
。
定
時
路

線
の
豊
科
・
田
沢
駅
が
20
人
、

穂
高
・
明
科
駅
12
人
だ
っ
た
。

運
行
委
員
会
を
社
協
、
運
行
業

者
、
利
用
者
代
表
、
市
で
構
成

す
る
。
苦
情
処
理
、
問
題
発
生

の
対
応
を
し
、
そ
の
内
容
を
委

員
会
へ
報
告
す
る
。

登
録
す
る
の
に
も
市
民

に
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に

Ｐ
Ｒ
す
る
べ
き
だ
。
登
録
者
は

５
万
人
を
め
ざ
し
、
乗
っ
て
い

た
だ
く
工
夫
が
必
要
と
思
う
が

ど
う
か
。

（
企
画
財
政
部
長
）
受

付
セ
ン
タ
ー
へ
の
電
話
は

予
約
だ
け
で
な
く
問
い
合
わ
せ

も
多
い
。
65
歳
以
上
の
方
へ
ダ

イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
を
お
く
り
、

そ
の
活
用
の
Ｐ
Ｒ
を
し
て
い
き

た
い
。

75
歳
以
上
の
高
齢
者
に
医
療
保
険
料
を
と
る
な
ん
て

下
　
里
　
喜
代
一

議
員
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現
在
安
曇
野
市
に
は
、

穂
高
の
青
木
花
見
産
業
団

地
と
豊
科
の
あ
づ
み
野
産
業
団

地
の
二
カ
所
で
あ
る
。
在
庫
は

青
木
花
見
産
業
団
地
の
一
区
画

は
予
約
済
み
で
あ
り
、
あ
づ
み

野
産
業
団
地
の
二
区
画
の
内
の

一
区
画
は
話
が
進
行
中
と
の
事

で
あ
る
。
在
庫
は
あ
づ
み
野
産

業
団
地
の
一
区
画
の
み
で
完
売

状
態
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
こ

の
状
況
下
で
は
今
後
企
業
の
進

出
の
打
診
に
応
え
ら
れ
な
い
状

況
が
考
え
ら
れ
る
。

隣
の
松
本
市
で
は
分
譲
す
る

工
業
団
地
は
す
べ
て
完
売
し
、

企
業
進
出
の
打
診
に
応
え
ら
れ

な
い
た
め
、
昨
年
の
調
査
で
市

内
企
業
が
必
要
と
す
る
団
地
の

総
面
積
は
、
15
ha
〜
20
ha
に
達

し
た
た
め
、
候
補
の
選
定
を
急

ぎ
早
期
の
団
地
造
成
を
目
指
し

て
い
る
。
自
治
体
間
の
誘
致
競

争
激
化
の
中
、
地
元
企
業
の
規

模
拡
大
へ
の
対
応
、
ま
た
、
地

元
企
業
の
他
市
町
村
へ
の
流
出

を
防
ぐ
た
め
に
も
、
土
地
利
用

計
画
等
、
様
々
な
事
情
も
あ
る

に
せ
よ
早
急
に
検
討
し
、
造
成

を
目
指
す
べ
き
と
考
え
る
が
ど

う
か
。（

市
長
）
工
場
誘
致
と

い
う
こ
と
は
大
変
重
要
で

あ
る
。
今
後
土
地
利
用
等
が
進

む
中
で
、
し
っ
か
り
と
し
た
ポ

ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
等
を
し
な
が

ら
、
産
業
団
地
造
成
に
積
極
的

に
か
か
わ
っ
て
い
き
た
い
。

現
在
あ
づ
み
野
産
業
団
地
も

ほ
と
ん
ど
埋
っ
て
お
り
、
松
本

の
企
業
も
多
く
な
か
な
か
好
評

で
あ
る
。
拡
大
も
考
え
て
い
か

な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。
青

木
花
見
産
業
団
地
も
大
手
が
既

に
進
出
し
、
い
っ
ぱ
い
で
あ
る

が
今
後
、
様
々
な
観
点
か
ら
ど

の
様
な
場
所
が
良
い
の
か
精
査

す
る
中
で
準
備
を
進
め
て
い

く
。
安
曇
野
市
の
工
業
製
品
出

荷
額
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の
こ
の
地

位
を
ど
こ
に
も
明
け
渡
さ
ん
ぞ

と
い
う
信
念
で
、
土
地
等
、
企

業
に
対
し
て
も
市
も
一
緒
に
か

か
わ
っ
て
環
境
お
よ
び
生
産
活

動
の
し
や
す
い
状
況
下
で
支
援

を
し
て
い
る
。
今
後
土
地
利
用

基
本
計
画
の
中
で
工
業
団
地
の

更
な
る
造
成
も
当
然
入
っ
て
く

る
も
の
と
思
っ
て
い
る
。

工
業
振
興
へ
の

積
極
的
な
取
り
組
み
を

本
年
も
機
械
要
素
技
術

展
が
、
東
京
ビ
ッ
ク
サ
イ

ト
に
於
て
６
月
27
日
〜
29
日
ま

で
３
日
間
１，
３
２
０
社
出
展

し
開
催
さ
れ
た
。
技
術
展
は
自

社
の
技
術
を
積
極
的
に
Ｐ
Ｒ
し

契
約
成
立
へ
と
つ
な
げ
る
場
所

で
あ
り
、
安
曇
野
市
か
ら
も
共

同
出
展
８
社
、
独
自
出
展
４
社

が
参
加
さ
れ
た
。
国
内
最
大
規

模
の
展
示
会
で
あ
る
。し
か
し
、

経
費
の
負
担
は
厳
し
い
も
の
が

あ
り
、
収
入
の
主
だ
っ
た
も
の

は
、
市
か
ら
の
助
成
金
、
商
工

会
各
支
所
の
工
業
振
興
費
、
更

に
参
加
社
の
負
担
金
で
賄
わ
れ

て
い
る
。
今
安
曇
野
市
の
優
良

企
業
も
、
こ
の
技
術
展
が
ス
タ

ー
ト
で
あ
っ
た
企
業
も
あ
る
。

更
な
る
市
の
援
助
に
よ
り
将
来

性
の
あ
る
小
企
業
も
出
展
で
き

る
環
境
づ
く
り
が
必
要
で
あ

る
。
企
業
誘
致
に
よ
り
税
増
収

を
図
る
も
重
要
で
あ
る
が
、
既

存
企
業
の
育
成
も
非
常
に
大
事

で
あ
る
。
見
解
は
。

（
市
長
）
機
械
要
素
技

術
展
を
通
し
て
若
手
の
経

営
者
を
中
心
に
、
安
曇
野
市
を

積
極
的
に
Ｐ
Ｒ
し
、
そ
の
成
果

が
喜
ば
し
い
結
果
を
出
し
て
い

る
。
僅
か
な
補
助
金
で
こ
こ
ま

で
き
た
訳
で
あ
る
の
で
、
こ
の

実
績
を
踏
ま
え
て
更
な
る
支
援

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
具
体
的
に
頑
張
っ
て
い
る

企
業
に
は
、
市
と
し
て
も
そ
れ

な
り
に
支
援
を
し
て
い
く
。
担

当
部
署
に
も
積
極
的
に
検
討
す

る
様
、
指
示
し
た
所
で
あ
る
。

�
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�
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早
期
に
産
業
団
地
造
成
を

浅
　
川
　
保
　
門

議
員

安
曇
野
赤
十
字
病
院
の

建
替
支
援
を
含
め
、
こ
の

病
院
と
市
は
ど
の
よ
う
な
関
係

を
維
持
し
て
い
く
の
か
市
長
の

考
え
は
。

（
市
長
）
病
院
の
経
営

は
非
常
に
厳
し
い
。
こ
の

地
に
医
療
が
な
く
な
ら
な
い
よ

う
に
、
で
き
る
範
囲
内
で
建
設

に
は
支
援
し
た
い
。

今
、
病
院
の
経
営
は
非

常
に
厳
し
い
し
、
上
山
田

の
赤
十
字
病
院
は
来
年
３
月
に

閉
鎖
も
検
討
さ
れ
て
い
る
状
況

で
あ
る
。
建
設
に
40
億
円
近
い

補
助
を
し
て
も
、
そ
の
40
億
円

を
捨
て
る
よ
う
な
事
態
を
避
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た

め
に
市
長
は
じ
め
17
名
中
７
人

の
委
員
が
参
加
し
て
い
る
赤
十

字
の
経
営
審
議
会
に
お
い
て
、

早
急
に
経
営
改
善
の
検
討
お
よ

び
実
施
が
必
要
で
は
な
い
か
。

（
市
長
）
病
院
経
営
を

赤
字
に
な
ら
な
い
よ
う
、

つ
ぶ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
何

回
も
申
し
込
み
を
し
て
い
る
。

し
か
し
赤
字
に
な
っ
た
か
ら
そ

の
都
度
補
て
ん
す
る
よ
う
な
こ

と
は
し
な
い
。

（
企
画
財
政
部
長
）
経

営
戦
略
会
議
に
会
計
士
や

経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
加
え

る
こ
と
と
、
経
営
審
議
会
を
年

一
度
の
開
催
で
な
く
、
経
営
改

善
効
果
が
示
さ
れ
る
取
り
組
み

を
病
院
側
に
求
め
て
い
く
。

赤
十
字
は
平
成
16
、
17
、

18
年
と
毎
年
３
億
円
前
後

の
マ
イ
ナ
ス
で
18
年
度
は
基
金

を
取
り
崩
し
て
し
ま
い
、
赤
字

決
算
と
な
っ
た
。
改
善
の
要
素

は
何
と
考
え
る
か
。

（
企
画
財
政
部
長
）
医

師
の
確
保
が
第
一
と
考
え

て
い
る
。赤

十
字
病
院
を
中
核
と

し
た
地
域
医
療
の
考
え

は
。

（
健
康
福
祉
部
長
）
救

急
医
療
は
、
市
で
は
休
日

当
番
医
医
療
制
度
を
医
師
会
、

歯
科
医
師
会
に
委
託
。
夜
間
は

安
曇
野
市
夜
間
急
病
セ
ン
タ
ー

で
対
応
。
松
本
医
療
圏
で
の
患

者
数
は
相
澤
病
院
に
次
い
で
赤

十
字
病
院
で
あ
る
。
大
北
医
療

圏
救
急
患
者
の
約
10
％
が
赤
十

字
で
あ
り
、
中
核
と
し
て
の
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。

赤
十
字
と
地
域
の
医
療

機
関
な
ど
と
の
連
携
に
つ

い
て
の
考
え
は
。

（
健
康
福
祉
部
長
）
大

き
な
病
院
に
集
中
し
な
い

よ
う
、
病
病
連
携
、
病
診
連
携

を
進
め
る
よ
う
検
討
し
て
い

る
。地

方
自
治
法
の
改
正
に
よ
る

助
役
・
収
入
役
の

廃
止
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
の
改
正
に

よ
り
助
役
が
副
市
長
に
な

っ
た
が
、
市
長
は
事
務
委
任
と

副
市
長
の
職
責
を
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
か
。

（
市
長
）
合
併
し
て
２

年
、
事
務
事
業
の
分
担
は

確
立
し
て
い
な
い
。
日
常
的
業

務
の
中
で
逐
次
権
限
の
移
譲
の

確
立
の
基
礎
を
つ
く
っ
て
い

る
。
主
に
庁
内
の
管
理
監
督
等

の
権
限
を
副
市
長
に
と
進
め
て

い
る
。
権
限
の
分
担
の
制
度
化

を
早
く
具
体
的
に
示
す
よ
う
に

し
た
い
。市

長
の
職
務
を
な
る
べ

く
大
局
的
な
職
務
に
集
中

で
き
る
よ
う
に
、
あ
て
職
を
減

ら
す
た
め
の
対
応
は
。

（
市
長
）
副
市
長
以
外

に
一
般
の
市
民
や
団
体
の

関
係
の
皆
様
に
そ
の
長
を
と
も

検
討
し
て
い
る
。

地
域
医
療
と
安
曇
野
赤
十
字
病
院
建
替
計
画
に
つ
い
て

松
　
尾
　
　
　
宏

議
員
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���
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健全経営化が急務の安曇野赤十字病院



�
�
�

�
�
�

安曇野市議会だより第８号 AZUMINO CITY ASSEMBLY NEWS  2007.11.7（13）

昨
年
の
市
定
期
監
査
に

よ
る
と
、
三
郷
室
山
ア
グ

リ
パ
ー
ク
の
使
用
料
が
７
カ
月

も
の
あ
い
だ
入
金
遅
れ
と
な
っ

た
。
こ
れ
に
は
二
人
の
担
当
者

が
関
わ
っ
て
い
た
の
に
、
ど
う

し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ

た
の
か
。

（
三
郷
支
所
長
）
施
設

の
担
当
が
新
し
い
券
売
機

の
デ
ー
タ
と
現
金
の
額
が
合
わ

ず
悩
ん
で
抱
え
て
し
ま
っ
た
こ

と
と
、
会
計
担
当
が
別
の
施
設

の
入
金
が
あ
っ
た
の
で
、
当
該

施
設
の
入
金
が
な
さ
れ
て
い
る

も
の
と
考
え
て
し
ま
っ
た
。
そ

の
後
は
事
務
処
理
の
改
善
を
し

た
。

今
定
例
会
に
提
出
さ
れ

た
監
査
委
員
意
見
書
に
よ

る
と
市
営
宿
舎
事
業
会
計
（
し

ゃ
く
な
げ
荘
、
有
明
荘
、
大
天

荘
）
で
同
様
の
問
題
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
は
何

か
。

（
産
業
観
光
部
長
）
合

併
に
よ
り
担
当
職
員
が
一

人
と
な
り
兼
務
と
な
っ
た
。
ま

た
上
司
の
異
動
も
あ
り
担
当
任

せ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
業
務

委
託
会
社
と
の
連
絡
調
整
不
足

や
台
帳
の
不
備
お
よ
び
入
金
確

認
事
務
に
問
題
が
あ
っ
た
。

こ
の
２
件
の
一
番
の
問

題
点
は
、
事
件
の
再
発
を

き
ち
ん
と
防
げ
て
い
な
い
こ
と

だ
。
最
初
の
指
摘
後
と
今
回
再

発
後
に
市
組
織
に
ど
の
よ
う
な

指
示
・
対
応
を
し
た
の
か
。

（
市
長
）
本
件
は
一
つ

間
違
う
と
公
金
横
領
・
着

服
に
な
り
か
ね
な
い
。
部
長
会

議
等
で
管
理
監
督
を
厳
し
く
す

る
よ
う
話
し
た
が
再
発
し
て
申

し
訳
な
い
。
公
金
に
対
す
る
組

織
と
し
て
の
危
機
管
理
が
不
十

分
だ
っ
た
。
厳
し
く
再
発
防
止

策
等
を
個
々
の
現
金
を
扱
う
ケ

ー
ス
に
お
い
て
規
則
化
し
て
い

く
。

横
領
・
着
服
に
関
し
て

言
え
ば
、
市
町
村
職
員
の

国
民
年
金
保
険
料
着
服
調
査
の

依
頼
が
国
か
ら
あ
っ
た
と
思
う

が
、
安
曇
野
市
は
ど
う
だ
っ
た

の
か
。（

市
民
環
境
部
長
）
１

件
該
当
が
あ
り
、
総
務
省

に
は
報
告
済
み
で
あ
る
。
当
人

は
懲
戒
免
職
と
な
り
刑
事
告
訴

を
受
け
有
罪
と
な
っ
た
。
ま
た

弁
済
も
済
ん
で
お
り
年
金
納
付

者
へ
の
影
響
は
な
い
も
の
と
判

断
す
る
。

（
市
長
）
本
件
は
き
ち

ん
と
調
査
し
期
日
ま
で
に

社
会
保
険
庁
に
報
告
し
て
あ
っ

た
が
、
報
道
に
よ
る
と
無
い
こ

と
に
な
っ
て
お
り
残
念
で
あ

る
。
安
曇
野
市
が
隠
蔽
し
た
わ

け
で
は
な
く
、
社
会
保
険
事
務

所
が
勝
手
に
報
告
し
な
か
っ
た

わ
け
で
、
そ
の
点
理
解
願
い
た

い
。

㈱
三
郷
ベ
ジ
タ
ブ
ル
の

経
営
改
善
の
ポ
イ
ン
ト
と

計
画
の
再
見
直
し
の
時
期
は
い

つ
か
。（

副
市
長
）
12
月
議
会

ま
で
に
数
字
が
き
ち
っ
と

す
れ
ば
示
し
た
い
。
役
員
構
成

の
見
直
し
も
平
行
し
て
考
え

る
。
相
手
の
あ
る
こ
と
だ
が
販

売
先
の
新
規
開
拓
の
対
応
を
し

て
み
た
い
。

市
長
は
ま
だ
再
建
の
余

地
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る

が
、
副
市
長
は
こ
の
事
業
の
立

上
げ
か
ら
主
体
的
に
か
か
わ
っ

て
き
て
い
る
。
今
こ
の
会
社
が

こ
れ
だ
け
大
変
な
状
況
に
あ
る

の
だ
か
ら
、
副
市
長
兼
務
で
は

な
く
、
も
っ
と
積
極
的
に
か
か

わ
っ
て
い
く
、
即
ち
専
念
と
い

う
か
、こ
の
会
社
が
再
建
さ
れ
、

見
通
し
が
つ
く
ま
で
専
任
す
る

考
え
は
な
い
か
。

（
市
長
）
旧
三
郷
村
が

出
資
し
行
政
が
深
く
か
か

わ
り
、
副
市
長
は
取
締
役
会
長

と
な
っ
て
い
る
。
経
営
陣
に
い

い
人
材
を
あ
て
た
い
が
、
副
市

長
は
長
く
行
政
の
経
験
者
な
の

で
専
念
し
て
も
不
安
で
あ
る
。

そ
の
道
の
経
験
が
あ
り
、
厳
し

い
企
業
競
争
、
企
業
活
動
の
才

覚
を
持
っ
て
い
な
い
と
う
ま
く

い
か
な
い
と
思
う
。

�

�

�
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�
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市
施
設
使
用
料
の
入
金
遅
れ
に
つ
い
て

丸
　
山
　
祐
　
之

議
員

当
事
業
は
現
在
12
地
区

388
ha
の
農
地
で
の
取
り
組

み
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
大
き
く

予
算
執
行
残
と
な
る
が
、
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。
19
年

度
よ
り
国
農
政
で
取
り
上
げ
て

い
る
「
農
地
・
水
・
環
境
保
全

向
上
対
策
」
は
、
新
生
安
曇
野

市
が
掲
げ
る
田
園
都
市
づ
く
り

や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
策

に
積
極
的
に
活
用
す
べ
き
事
業

と
思
わ
れ
る
が
、
全
地
域
で
の

取
り
組
み
と
な
っ
て
い
な
い
。

住
民
説
明
が
十
分
で
あ
っ
た

か
。
事
業
は
５
カ
年
継
続
で
あ

り
、
今
後
の
計
画
変
更
の
可
否

に
つ
い
て
推
進
体
制
は
一
係
で

な
く
、
本
庁
・
支
所
・
部
課
横

断
的
体
制
が
必
要
で
は
な
い

か
。

（
産
業
観
光
部
長
）
画

期
的
な
新
事
業
で
あ
り
、

多
く
の
地
区
で
実
施
し
て
い
く

よ
う
説
明
し
て
き
た
が
、
12
地

区
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
。
事
業
窓
口
は
耕
地
係

で
行
っ
て
い
る
が
、
多
く
の

部
課
が
関
係
し
て
い
る
の
で
、

必
要
に
応
じ
て
各
部
署
と
連

携
を
と
っ
て
対
応
し
て
い
き

た
い
。
来
年
度
以
降
の
採
択

は
可
能
で
あ
る
。
採
択
以
降

の
事
業
変
更
は
で
き
な
い
。

国
に
は
取
り
組
み
易
い
事
業

に
な
る
よ
う
お
願
い
し
て
い

き
た
い
。

（
市
民
環
境
部
長
）
現

在
環
境
基
本
計
画
を
策
定

中
で
あ
る
。
産
業
観
光
部
と
連

携
を
取
り
な
が
ら
環
境
保
全
向

上
対
策
を
進
め
て
い
き
た
い
。

（
市
長
）
関
連
あ
る
と

こ
ろ
を
協
力
し
合
い
な
が

ら
や
っ
て
い
く
。
支
所
も
本
庁

と
共
に
対
象
の
皆
さ
ん
に
説
得

し
て
い
く
。

10
万
都
市
に
相
応
し
い

体
育
施
設
の
整
備
に

つ
い
て

豊
科
体
育
館
の
整
備
に

つ
い
て
、
そ
の
後
の
検
討

と
今
後
の
取
り
組
み
は
。

（
都
市
建
設
部
長
）
当

初
は
豊
科
地
域
体
育
館
と

位
置
づ
け
て
い
た
が
、
市
の
南

部
地
域
の
体
育
館
と
位
置
づ

け
、
21
年
業
務
設
計
を
予
定
、

答
申
な
ど
踏
ま
え
て
、
基
本
設

計
・
実
施
設
計
に
向
け
進
め
た

い
。
関
係
者
に
は
十
分
説
明
し

て
い
き
た
い
。

新
市
に
は
本
格
的
な
野

球
場
が
な
い
。
隣
接
市

（
松
本
・
塩
尻
・
大
町
）
に
は

あ
る
。
飯
田
市
・
上
田
市
・
伊

那
市
に
は
「
県
営
野
球
場
」
が

あ
る
。
県
営
野
球
場
の
誘
致
を

考
え
な
い
か
。

（
市
長
）
他
に
あ
る
か

ら
す
ぐ
造
る
べ
き
と
言
っ

て
も
で
き
な
い
。
優
先
順
位
を

付
け
る
な
か
、
着
々
と
や
る
。

（
教
育
次
長
）
県
営
野

球
場
は
県
に
要
請
し
て
い

る
。
多
額
な
費
用
が
か
か
る
の

で
、
市
民
の
意
向
の
確
認
な
ど

含
め
調
査
研
究
を
し
て
進
め

る
。

（
副
市
長
）
調
査
費
を

つ
け
、
県
へ
陳
情
し
て
い

る
。
地
元
県
議
に
も
働
き
か
け

て
い
る
。
引
き
続
き
努
力
し
て

い
く
。

行
政
の
継
続
性
に
つ
い
て

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画

（
財
政
計
画
）
の
執
行
状

況
、
合
併
特
例
債
10
年
間
350

億
円
は
計
画
ど
う
り
進
め
ら
れ

る
か
。（

市
長
）
合
併
協
議
を

通
じ
、
話
し
合
わ
れ
た
こ

と
は
尊
重
し
事
業
計
画
を
作
っ

て
い
く
。
特
例
債
は
う
ま
く
使

う
こ
と
に
よ
り
公
益
を
上
げ
ら

れ
る
。
慎
重
に
進
め
る
。

（
企
画
財
政
部
長
）
合

併
後
10
年
間
の
主
な
ハ
ー

ド
事
業
の
進
捗
状
況
は
、
ま
ち

づ
く
り
計
画
と
は
個
別
事
業
に

よ
り
差
が
あ
る
。
ま
ち
づ
く
り

計
画
を
尊
重
し
、
全
市
的
視
野

で
進
め
て
い
く
。
特
例
債
に
つ

い
て
は
、
実
質
公
債
費
比
率
を

考
慮
し
、
長
期
償
還
計
画
を
見

な
が
ら
進
め
て
い
く
。

農
地
・
水
・
環
境
保
全
向
上
対
策
執
行
状
況
こ
れ
で
良
い
の
か

山
　
田
　
高
　
久

議
員
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今
後
「
経
済
活
動
は

行
わ
ず
、
行
政
に
専
念
」

す
る
主
旨
の
市
長
の
答
弁
に

は
同
感
だ
。
再
建
計
画
の
再

提
出
を
監
査
か
ら
求
め
ら
れ
、

昨
年
の
７，
０
０
０
万
円
の
市

へ
の
返
還
が
出
来
ず
、
今
年

の
赤
字
が
４，
０
０
０
万
円
も

予
想
さ
れ
る
。
再
建
計
画
が

う
ま
く
い
か
な
け
れ
ば
市
は

手
を
引
く
か
。
手
を
引
い
た

と
き
の
負
債
は
。
こ
の
責
任

は
。
も
し
、
ど
う
し
て
も
再

建
と
い
う
な
ら
、
人
事
を
一

新
し
て
か
ら
計
画
を
立
て
る

べ
き
で
は
な
い
か
。

（
市
長
）
ま
だ
早
い
。
倒

産
が
決
ま
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
全
力
で
残
さ
れ
た

改
善
に
責
任
を
持
た
せ
る
。

副
市
長
は
二
重
の
責

任
。
旧
三
郷
村
で
の
見

通
し
の
無
い
事
業
の
責
任
者

と
し
て
、
新
市
に
負
の
財
産

を
持
ち
込
み
、
ま
た
、
新
市

の
副
市
長
で
ベ
ジ
タ
ブ
ル
の

会
長
と
し
て
第
４
期
に
赤
字

の
責
任
。
新
市
の
イ
メ
ー
ジ

を
崩
し
た
責
任
は
大
き
い
。

ど
う
責
任
を
と
る
の
か
。

（
副
市
長
）
責
任
が
無

い
と
は
思
わ
な
い
。
努

力
す
れ
ば
光
が
見
え
て
く
る
。

市
民
の
皆
さ
ん
に
迷
惑
を
掛

け
な
い
よ
う
全
力
を
傾
け
る
。

市
長
の
議
会
の

“一
般
質
問
の
短
縮
”

発
言
は
問
題
！

（
市
長
）
議
会
が
過
剰

反
応
し
て
い
る
。
も
っ

と
、
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
。

市
税
の
値
上
げ
は

市
民
生
活
に

生
か
さ
れ
て
い
る
か

２
年
間
で
市
民
税
は

大
幅
に
ア
ッ
プ
さ
れ
市

民
生
活
で
は
大
き
な
痛
手
で

あ
る
。
こ
の
市
民
税
の
収
入

を
ど
の
よ
う
に
市
民
生
活
の

た
め
に
生
か
さ
れ
た
か
。

（
企
画
財
政
部
長
）
学

校
耐
震
、
安
全
対
策
、

保
育
所
小
学
校
の
増
設
な
ど
。

天
下
り
な
く
し
、

退
職
職
員
の
地
域
力

ア
ッ
プ
対
策
を
提
案
！

退
職
職
員
は
行
政
の

プ
ロ
、
安
曇
野
市
の
財

産
、
地
域
の
活
生
化
の
た
め

に
シ
ス
テ
ム
作
り
を
。

（
総
務
部
長
）
天
下
り

は
勿
論
考
え
ら
れ
な
い
。

退
職
後
は
個
人
の
考
え
で
協

力
が
出
来
れ
ば
良
い
。
検
討

も
す
る
。

10
万
市
民
の
命
綱
で
あ
る

安
曇
野
赤
十
字
病
院
に

全
面
支
援
を
！

産
科
救
急
患
者
の
対

応
は
。
医
師
、
看
護
師

確
保
は
。
安
曇
野
赤
十
字
病

院
の
経
営
改
善
と
協
力
体
制

は
。
医
療
連
携
、
地
域
連
携

で
の
循
環
型
医
療
体
制
の
確

立
。
内
部
改
善
、
信
大
と
の

提
携
と
早
い
Ｄ
Ｐ
Ｅ
（
国
支

援
の
医
療
）
７
対
１
看
護
な

ど
の
確
立
を
。

（
健
康
福
祉
部
長
）
子

ど
も
病
院
で
受
け
入
れ

る
。
病
院
の
努
力
で
医
師
６

人
確
保
。
看
護
師
は
22
年
７

対
１
で
246
人
体
制
に
な
る
。

（
企
画
財
政
部
長
）
経

営
改
善
に
つ
い
て
は
市

は
要
望
書
を
出
し
、
ま
た
、

審
議
会
も
要
望
し
て
い
る
。

小
、
中
学
校
に
扇
風
機
を
！

子
ど
も
議
会
の
開
催
を
！

（
教
育
長
）
市
内
普
通

教
室
に
順
次
天
井
扇
を

設
置
し
、
子
ど
も
の
教
育
環

境
を
整
え
た
い
。
子
ど
も
議

会
の
開
催
は
意
義
が
あ
る
。

授
業
指
導
の
時
間
を
考
え
、

傍
聴
か
ら
す
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。
検
討
す
る
。

平
和
の
問
題
で
要
望
！

平
和
都
市
宣
言
や
平
和
記

念
祭
、
広
島
研
修
な
ど
の
早

期
の
取
り
組
み
の
強
化
を
！

松
　
澤
　
好
　
哲

議
員

三
郷
ベ
ジ
タ
ブ
ル
（
ト
マ
ト
工
場
）
負
の
財
産
を
持
ち
込
ん
だ
副
市
長
、
任
命
し
た
市
長
の
責
任
は

「
職
員
力
」
向
上
へ
の

思
い
を
聞
き
た
い
。

（
市
長
）
新
市
建
設
計

画
の
基
本
方
針
で
も
あ
る

「
住
民
と
行
政
が
協
働
す
る
ま

ち
づ
く
り
」を
う
た
っ
て
い
る
。

協
働
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に

ま
だ
形
が
見
え
て
こ
な
い
。
こ

れ
か
ら
も
一
歩
一
歩
築
き
上
げ

て
い
く
た
め
に
も
「
職
員
力
」

を
高
め
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
。「
職
員
力
」
と
「
住
民
力
」、

更
に
「
財
政
力
」
が
融
合
し
た

な
か
で
、
持
続
可
能
な
自
立
し

た
基
礎
自
治
体
が
確
立
さ
れ
て

い
く
。
実
務
能
力
に
ゆ
と
り
が

あ
る
か
と
言
う
と
、
ま
だ
残
念

な
が
ら
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。

今
後
も
職
員
の
資
質
を
高
め

て
い
く
。
職
員
自
ら
の
努
力
、

制
度
上
の
努
力
を
交
え
、
市
の

職
員
と
し
て
恥
ず
か
し
く
な

い
、
市
民
か
ら
信
頼
さ
れ
る
職

員
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
、
頑

張
っ
て
い
く
。

（
総
務
部
長
）
行
政
が

住
民
の
生
活
の
場
に
近
づ

く
こ
と
が
必
要
。
そ
の
中
で
職

員
力
を
高
め
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
住
民
も
行
政
活
動
に
近
づ

く
た
め
に
、「
住
民
力
」
を
高

め
て
い
く
必
要
も
あ
る
。

「
職
員
力
」
と
は
何
か
。

（
総
務
部
長
）
①
高
い

倫
理
観
を
持
つ
。
②
市
民

の
立
場
で
考
え
、
行
動
す
る
。

③
広
い
視
野
と
先
見
性
を
持

つ
。
④
自
ら
考
え
責
任
を
持
ち

挑
戦
を
す
る
。
⑤
コ
ス
ト
意
識

を
持
つ
。
以
上
５
項
目
を
目
指

す
べ
き
職
員
像
と
し
て
、
安
曇

野
市
人
材
育
成
基
本
方
針
に
掲

げ
て
い
る
。

「
職
員
力
」
と
は
、「
市
民

の
立
場
を
理
解
し
、
情
報
を
共

有
し
、
市
民
と
共
に
考
え
、
協

働
し
、
問
題
解
決
に
取
り
組
む

職
員
」
と
言
う
理
解
で
あ
る
。

職
員
の
配
置
、
異
動
の

考
え
方
は
。

（
総
務
部
長
）
本
年
４

月
か
ら
総
合
支
所
の
再
編

に
あ
た
り
、
総
合
支
所
の
職

員
配
置
を
優
先
し
て
考
慮
し

た
。
市
は
一
つ
ゆ
え
、
地
域

間
異
動
は
必
要
で
あ
る
。
総

合
支
所
は
地
域
の
総
合
窓
口

と
し
て
の
機
能
を
低
下
さ
せ

な
い
範
囲
で
の
異
動
を
基
本

と
し
て
い
る
。

市
長
と
職
員
が
触
れ
合

え
る
機
会
は
。

（
総
務
部
長
）
こ
れ
だ

け
組
織
が
大
き
く
な
り
、

本
庁
も
一
つ
で
は
な
い
の
で
、

分
庁
方
式
の
現
状
で
は
、
通

常
の
挨
拶
で
さ
え
で
き
る
職

員
は
限
ら
れ
て
く
る
の
が
実

情
で
あ
る
。
今
年
度
に
引
き

続
き
、
今
後
の
職
員
研
修
計

画
の
中
に
、
理
事
者
と
の
懇

談
の
機
会
を
設
営
す
る
な
ど

の
方
法
を
計
画
す
る
。

「
住
民
力
」

育
成
の
た
め
に

「
つ
な
が
り
ひ
ろ
が
る

地
域
づ
く
り
事
業
」
補
助

金
の
継
続
に
つ
い
て
。

（
企
画
財
政
部
長
）
こ

の
補
助
金
の
目
的
に
は
、

市
民
活
動
の
自
立
支
援
と
育
成

と
が
あ
る
。
福
祉
、
文
化
、
国

際
交
流
、
地
域
づ
く
り
、
環
境

教
育
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
っ
て

工
夫
を
凝
ら
し
た
も
の
が
申
請

さ
れ
て
お
り
、
全
体
で
59
件
、

442
万
３
千
円
と
な
っ
て
い
る
。

自
立
し
た
市
民
活
動
へ
の
事
業

に
対
す
る
補
助
金
で
あ
り
、
運

営
補
助
で
は
な
い
。
今
後
も
本

補
助
金
事
業
は
継
続
し
て
い
く

予
定
で
あ
る
。
予
算
の
増
額
に

つ
い
て
は
、
数
多
く
の
団
体
が

本
事
業
を
通
じ
て
自
立
し
て
い

け
れ
ば
と
考
え
て
い
る
の
で
、

そ
の
時
の
状
況
に
よ
っ
て
対
応

す
る
。「

住
民
力
」
育
成
の
た

め
の
施
策
は
。

（
企
画
財
政
部
長
）
補

助
金
事
業
と
併
せ
、
地
域

の
課
題
解
決
能
力
の
向
上
や

人
の
絆
を
つ
く
る
た
め
に
も
、

市
民
と
行
政
が
協
働
す
る
ま

ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
立
場

か
ら
、
職
員
が
区
の
担
当
と

な
る
「
地
区
担
当
制
度
設
置

要
綱
」
が
あ
り
、
今
後
全
市

に
拡
げ
て
い
く
。

「
職
員
力
」
の
更
な
る
向
上
を
！

藤
　
森
　
康
　
友

議
員
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後
期
高
齢
者
制
度
が
、

来
年
の
４
月
よ
り
施
行
す

る
が
、
体
制
と
徴
収
方
法
に
つ

い
て
伺
う
。

（
市
民
環
境
部
長
）
保

険
料
は
11
月
頃
に
長
野
県

後
期
高
齢
者
広
域
連
合
議
会
に

お
い
て
保
険
料
率
が
決
ま
る
と

思
う
。
年
金
か
ら
の
天
引
き
と

普
通
徴
収
と
あ
り
、
基
本
的
に

は
年
金
か
ら
天
引
き
す
る
特
別

徴
収
で
あ
る
。
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
と
介
護
保
険
が
年
金
の

支
給
月
よ
り
天
引
き
さ
れ
る
。

普
通
徴
収
の
場
合
は
、
市
が
条

例
を
定
め
て
納
期
が
決
ま
る
。

来
年
の
４
月
よ
り
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
以
外
に
も
特
定
検
診

な
ど
の
医
療
制
度
改
革
が
行
な

わ
れ
る
。年

金
が
１
万
５
千
円
以

下
の
人
で
普
通
徴
収
で
保

険
料
が
払
い
た
く
て
も
払
え
な

い
人
、
年
金
を
担
保
に
し
て
借

り
て
い
る
人
は
普
通
徴
収
で
払

え
な
い
人
も
い
る
と
思
う
が
対

応
は
。（

市
民
環
境
部
長
）
月

額
１
万
５
千
円
だ
け
の
収

入
年
金
の
方
は
試
算
で
月
額

900
円
く
ら
い
の
負
担
に
な
る
。

国
民
健
康
保
険
税
同
様
に
、
ま

ず
は
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
が

義
務
と
認
識
し
て
ほ
し
い
。
生

活
だ
と
か
い
ろ
い
ろ
な
事
情
に

よ
っ
て
納
め
ら
れ
な
い
方
が
必

ず
い
る
。
顔
と
顔
を
合
わ
せ
事

情
を
お
聞
き
し
対
応
さ
せ
て
も

ら
う
。

今
ま
で
は
75
歳
以
上
の

人
の
保
険
証
は
取
り
上
げ

な
い
約
束
だ
っ
た
が
、
今
度

は
短
期
保
険
証
が
資
格
証
明

書
に
な
り
、
金
が
な
け
れ
ば

医
者
に
か
か
れ
な
い
状
態
に

な
る
。
保
険
料
も
２
年
お
き

に
改
正
さ
れ
、
困
る
こ
と
に

な
ら
な
い
か
。

（
市
民
環
境
部
長
）
病

気
に
な
れ
ば
だ
れ
し
も
病

院
に
か
か
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

い
。
保
険
と
い
う
も
の
は
相
互

扶
助
に
よ
る
も
の
で
、
で
き
る

だ
け
払
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う

基
本
で
お
願
い
し
て
い
る
。
ど

う
し
て
も
払
え
な
い
場
合
は
、

減
免
措
置
、
軽
減
措
置
も
あ
る

の
で
職
員
と
相
談
し
て
ほ
し

い
。介

護
保
険
と
市
民
生
活

介
護
保
険
も
昨
年
の
改

正
に
よ
り
、
要
介
護
１
、

２
が
変
わ
っ
て
、
要
支
援
が
多

く
要
介
護
が
減
少
し
た
。
利
用

が
し
づ
ら
く
な
っ
た
と
思
う
が

ど
う
か
。

（
健
康
福
祉
部
長
）
相

対
的
に
18
年
３
月
、
19
年

３
月
末
を
比
べ
る
と
約
120
人

増
え
て
い
る
。
今
ま
で
の
要
介

護
１
と
い
う
方
は
、
軽
度
の
方

が
大
分
あ
る
と
い
う
形
の
な
か

で
、
そ
ん
な
に
重
く
な
い
方
が

介
護
１
に
入
っ
て
い
た
。
こ
の

方
が
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
す

ぎ
る
と
、
か
え
っ
て
悪
く
な
る

の
で
リ
ハ
ビ
リ
的
に
お
こ
な

い
、
介
護
の
度
合
い
に
応
じ
て

サ
ー
ビ
ス
の
内
容
も
変
わ
る
。

保
険
料
と
利
用
料
が
払

え
る
人
は
利
用
が
で
き
、

保
険
料
を
払
う
だ
け
で
一
割
の

利
用
料
が
払
え
な
い
人
は
使
い

た
く
て
も
使
え
な
い
。
新
し
い

豊
岳
荘
は
、
全
部
個
室
で
負
担

も
多
く
な
る
の
で
市
の
援
助
は

ど
う
か
。

（
健
康
福
祉
部
長
）
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
負
担

は
一
割
な
の
で
払
え
な
い
こ
と

は
な
い
。
介
護
は
い
ろ
い
ろ
の

サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
の
で
組
み
合

わ
せ
て
使
っ
て
ほ
し
い
。

（
市
長
）
豊
岳
荘
に
関

し
て
は
、
今
住
居
し
て
い

る
方
は
そ
っ
く
り
移
れ
る
。
負

担
費
用
も
問
題
な
く
家
族
・
本

人
に
了
承
い
た
だ
い
て
い
る
。

ま
た
、
負
担
に
つ
い
て
は
今
後

考
え
て
い
き
た
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と
介
護
問
題

草
　
深
　
　
　
温

議
員
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市
の
将
来
基
盤
確
保
の

必
要
性
は
、
地
域
間
競
争

の
進
行
を
予
測
で
き
る
今
の
段

階
で
、
特
に
重
要
で
あ
る
。
市

政
が
直
轄
で
き
る
範
囲
と
し

て
、
当
面
、
市
内
福
祉
施
設
の

人
材
確
保
の
状
況
、
農
業
、
中

小
企
業
の
主
に
後
継
者
確
保
に

つ
い
て
聞
く
。

（
健
康
福
祉
部
長
）
福

祉
施
設
を
グ
ル
ー
プ
な
ど

で
経
営
し
て
い
る
施
設
に
つ
い

て
は
、
人
事
異
動
な
ど
に
よ
っ

て
比
較
的
人
材
確
保
は
容
易
の

よ
う
で
あ
る
が
、
単
独
経
営
の

場
合
困
難
な
事
業
所
が
多
い
。

ま
た
、
障
害
者
施
設
で
は
退
職

に
伴
う
補
充
が
困
難
で
あ
り
、

主
因
は
賃
金
の
低
さ
、
重
労
働

に
起
因
す
る
も
の
で
、
動
向
を

踏
ま
え
て
、
で
き
る
限
り
支
援

し
た
い
と
考
え
る
。

（
産
業
観
光
部
長
）
農

業
に
従
事
す
る
年
齢
構
成

を
農
林
業
セ
ン
サ
ス
で
み
る

と
、
65
歳
以
上
が
53
％
を
占
め

高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
。ま
た
、

中
小
企
業
の
状
況
を
見
る
と
、

業
種
に
よ
り
差
は
大
き
く
、
特

に
商
業
の
後
継
者
不
足
は
深
刻

で
、
大
き
な
課
題
と
し
て
と
ら

え
て
い
る
。

地
域
福
祉
を
支
え
、
ま

た
、
市
内
産
業
の
活
性
化

は
産
・
学
・
諸
組
織
、
行
政
が

一
体
と
な
っ
て
、
横
断
的
に
、

組
織
的
に
進
め
る
必
要
と
考
え

る
が
市
長
の
考
え
を
伺
う
。

（
市
長
）
現
在
、
信
州

大
学
、
松
本
大
学
と
も
連

携
し
て
い
る
が
、
今
後
、
企

業
・
商
工
会
な
ど
と
も
連
携
し

な
が
ら
、
市
と
し
て
何
が
で
き

る
か
を
探
求
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
農
業
後
継
者
は
別
の
角

度
か
ら
対
策
し
、
産
業
全
般
、

福
祉
部
門
に
市
出
身
者
も
含
め

人
材
確
保
に
努
め
た
い
。

黒
沢
川
治
水

対
策
に
つ
い
て

従
来
の
脱
ダ
ム
か
ら
方

向
を
転
換
し
た
と
言
え
る

現
県
政
は
、
水
資
源
確
保
と
上

流
域
の
責
務
の
立
場
か
ら
と
考

え
る
が
市
長
は
ど
う
評
価
さ
れ

る
か
伺
う
。

（
市
長
）
自
然
と
の
調

和
を
は
か
り
つ
つ
、
必
要

な
対
策
を
着
実
、確
実
に
進
め
、

ダ
ム
あ
り
か
ら
ダ
ム
な
し
ま
で

の
選
択
肢
を
視
野
に
、
減
災
を

旨
に
河
川
管
理
者
と
し
て
の
責

務
を
果
た
し
て
い
る
と
評
価
す

る
。

黒
沢
川
治
水
に
つ
い
て

現
段
階
で
は
、
遊
水
池
案

で
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
環
境

へ
の
影
響
、
有
用
性
、
構
造
上

の
問
題
な
ど
、
妥
当
な
の
か
ど

う
か
、
再
検
証
の
必
要
が
あ
る

と
考
え
る
が
。

（
都
市
建
設
部
長
）
現

在
流
域
協
議
会
の
了
承
事

項
と
し
て
、
調
整
池
案
に
も

と
づ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る

が
、
今
後
、
模
型
実
験
な
ど

を
行
い
な
が
ら
計
画
を
詰
め

て
い
く
こ
と
と
し
て
お
り
、

必
要
に
応
じ
地
元
の
方
か
ら

意
見
を
伺
い
つ
つ
提
言
し
て

い
き
た
い
。

黒
沢
ダ
ム
は
砂
防
ダ
ム

で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お

い
て
は
何
れ
使
命
を
終
わ
る

が
、
現
況
、
利
水
の
役
割
を

負
っ
て
お
り
、
ダ
ム
機
能
向

上
、
維
持
も
重
要
な
視
点
に

変
わ
り
な
い
と
考
え
る
が
。

（
都
市
建
設
部
長
）
堆

砂
量
に
つ
い
て
は
、
平
成

２
年
の
調
査
以
降
は
行
わ
れ

て
い
な
い
が
、
概
ね
三
分
の

二
程
度
が
埋
ま
っ
て
い
る
と

推
測
さ
れ
て
い
る
。
現
在
三

分
の
一
ほ
ど
の
余
裕
が
あ
る

な
か
で
、
県
と
し
て
は
当
面

見
守
っ
て
い
く
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
治
水
に
関
連
し
て
流

域
整
備
に
つ
い
て
、
県
は
弾

力
的
に
取
り
組
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総 務 委 員 会

Q
& A

○条例関係については、堀金村部落解放年金に関する条例を廃止する条例の制定について
○予算関係については、平成19年度安曇野市一般会計補正予算（第2号）について（総務委員会所管事項）他1件
○決算関係については、平成18年度安曇野市一般会計歳入歳出決算の認定について（総務委員会所管事項）他1件
○請願・陳情等については、公共事業請負制度の改善並びに板金工業組合保証制度の導入に関する請願

以上について、審査した。

◆平成18年度安曇野市一般会計歳入歳出決算の認定について
市有地の売払い1,316万円はどういう中身か。
土地で42件である。そのうち不要になった旧赤線、青線で

21件ある。
暮らしのガイドブックが4万部作成され、視覚障がい者にも

わかるバーコード付きの音声ガイドとなっていた。どれだけ
の活用方法があったのか。
バーコードを読み取る器具が必要で、補助が福祉関連で出る

こともあり好評をいただいた。今後もいろんな形で提供して
いきたい。
合併協定書に盛られた取り決めの進捗状況を公表してほし

い。
4月時点の調査ができており、文書を配布したい。
土地建物貸付収入で1,300万円あるが、中身は。
主には電柱、支線、県営住宅の敷地、警察官舎といった42

件である。

◆平成18年度安曇野市同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計
歳入歳出決算の認定について

◆平成19年度安曇野市一般会計補正予算（第2号）について
有価証券売払収入で、みずほフィナンシャルグループの7．84株以外に株券は保有していないのか。
自治体が株券を取得し、資産運用することは監査委員の指摘も受け、合併時より増えた85万円を処分させ

てもらい、株券の保有はなくなった。
選挙で使用する地区公民館の使用料はいくらか。
公民館1カ所あたり5,000円である。
元気づくり支援金の自動体外助細動機（ＡＥＤ）を5台購入とあるが、今後どのような計画で配置してい

くのか。
穂高、三郷、明科の総合支所、明科、三郷の公民館の5台を予定している。保育園、幼稚園も必要ではな

いかと、年次計画を立て設置する予定である。
三郷総合支所の地下タンクに関して、土壌汚染といった心配はないか。
1万リットルのタンクで支所、公民館のすべての暖房用のＡ重油が入っている。このタンクに穴があいて

おり、旧村時代からどこが漏れているのかわからなかったが、今回確認できたので修繕することとなった。
1回に6,000リットル入るわけだが、どのくらい漏れているか確認はとれていない。

◆請願　公共事業請負制度の改善並びに板金工業組合補償制度の導入に関する請願
板金組合も明科地区が入って全市を網羅されており、市内業者の育成、業者の企業努力、公共事業のあり方
は今後の大切な課題であり大事な点であるので、全員賛成で採択とした。

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q
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Q

9月14日の「出張委員会」。今回は、総務委員会が
豊科総合支所にて開催された



安曇野市議会だより第８号 AZUMINO CITY ASSEMBLY NEWS  2007.11.7（17）

環境経済委員会

○条例関係については、安曇野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
○予算関係については、平成19年度安曇野市一般会計補正予算（第2号）について
（環境経済委員会所管事項）他8件
○決算関係については、平成18年度安曇野市一般会計歳入歳出決算の認定について
（環境経済委員会所管事項）他11件
○請願・陳情等については、継続陳情第8号し尿収集許可業者の転廃業に関わる助成金についての要望

以上について、審査した。

◆安曇野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
一般会計からの繰り入れが増えていくような情勢下で、どこかで歯どめがかかるのか。
保険基盤安定分、出産一時金、財政安定支援事業、などルールに従って今後も繰り入れていく。

◆平成19年度安曇野市一般会計補正予算（第2号）について（市民環境部所管分）
今年度から葬祭センターの運営会社が変わり、その運営状況と評判はどうか。
経験の無い所からのスタートにしては、今の所前業者に劣らないサービスをしていると思う。

◆19年度安曇野市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について
高額療養費の追加補正について、1億の内容を説明願いたい。
4月以降、月々800万円くらい当初予算よりも歳出が増えており、12ケ月分で1億円の追加補正をお願いし
たい。
国保の滞納処分、短期保険証と資格証明書について説明願いたい。
18年度、差し押さえ件数47件、短期保険証919件、資格証明書24件発行している。

◆平成18年度安曇野市一般会計歳入歳出決算の認定について（市民環境部所管分）
国民年金業務の関係で、市内においては問題はないのか。
合併前に行政職員が着服をした事例が1件あった。本人は懲戒免職になっており裁判にもなり、有罪が確
定し全てが適切に処理されたと認識している。

◆継続陳情第8号し尿収集許可業者の転廃業に関わる助成金についての要望
○現状、安曇野市全体として見ると水洗化率にばらつきもあり、再度継続にして前向きに検討する事と
した。

◆平成19年度安曇野市一般会計補正予算（第2号）について(産業観光部所管分)
ペレットストーブの導入補助と言うことで50万円計上されているが、現状では何処に設置されているか。
三郷総合支所をはじめ12基昨年は入っている。
ファインビュー室山に於ける大改修について、補正予算を計上する市の基本姿勢とは相反するのではないか。
ファインビュー室山だけに限らず、合併後こういう経費の計上により、当初予算に無くて補正で貰うケー
スは多々ある。今回のファインビュー室山の件については、内風呂付き和室1室と下水道接続を実施し売
り上げ増を図って行きたいという事で、了解を頂きたい。
上記の予算計上は改修計画段階で所管委員会に話しがあって然るべきと思うが。
計画性を持ってやると言うのが基本スタンスであり、こういうことは財政の許される範囲でやっていきた
いと考えている。
畜産振興の三郷堆肥センターの件で、施設の補修費が経年の割りに掛かっているように思うが。
過去に施設の調査をした経緯が在り、それに基づいた予算計上をし、万が一不足した場合補正を組むと言
った仕組み作りをしておくべきであった。
堆肥センター利用の畜産農家と未利用の畜産農家の支援について不公平感があると思うが。
例えば還元堆肥は現在農家に無償で戻されている事を見ても優遇されていると言われても仕方がない。原
価部分だけでも負担していただかないと経営を圧迫している事は事実である。

◆平成18年度安曇野市一般会計歳入歳出決算の認定について(産業観光部所管分)
三郷ベジタブルで廃棄しているトマトのつるは、産業廃棄物の扱いでよいのか。
間違いであり、一般廃棄物に当たる。
県の環境部に聴いたが、中間処理業者が違法と解って自社物として処理していたのか。
今後は、そのような不適切な処理をしないという事で話をしている。A
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Q
& A

福祉教育委員会

○条例関係については、安曇野市保健センター条例及び安曇野市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改
正する条例の制定について　他2件
○予算関係については、平成19年度安曇野市一般会計補正予算（第2号）について
（福祉教育委員会所管事項）他1件
○決算関係については、平成18年度安曇野市一般会計歳入歳出決算の認定について
（福祉教育委員会所管事項）他2件
○請願、陳情については、私立高校に対する大幅公費助成をお願いする陳情書

以上について、審査した。

◆平成19年度安曇野市一般会計補正予算（第2号）について（福祉教育委員会所管事項）
穂高交流学習センターの造成工事と進捗状況は。
当初予算で実施設計費を計上してあり、開発行為の許可申請のための雑物除去、西側道路の造成工事雨水
排水など整備工事などの予算であり、埋蔵文化財発掘調査を進めている。
中央図書館の位置は適切な場所か。また、財政についてどう考えているか。
検討委員会でも市街地に近いほうが良いという意見もあり協議し、敷地的に現在検討している場所に決め
た。財政も財政当局の判断で起債の償還など想定して進めている。
○交流学習センターについて、健全財政、財政のあり方などまだ住民合意がされていない。中央図書館
は、全体の合意ができる設置場所でないなど反対意見があった。

◆平成18年度安曇野市一般会計歳入歳出決算の認定について（福祉教育委員会所管事項）
民生児童委員216人の相談実績31,000件の内容で、高齢者、障害者、子ども、その他の相談支援について、
主だったことはなにか。
高齢者に関することは、虐待、施設入所方法の相談など。障害者に関することは、重度の人は余りなく、
軽度の人から将来の心配ごと相談。子どもに関することは、主体的に主任児童委員があたるケースが多く
校外での行動。その他の相談支援はお金がない、制度資金・生活資金についての相談が多かった。
保育園の労働環境の改善について、正職員と臨時職員について、人材教育の取組みの実態は。
現在の保育園の職員数は正規の保育士96人、臨時の保育士、パートを含めて233人で、保育に係る人は
329人、給食職員は正規が7人、臨時43人合せて50人、合計379人である。また、正規職員以外でも担任
をしている。処遇も不公平ではという声もあり、張り合いをもって働くための賃金体系も課題となってい
る。研修は県あるいは県社会福祉協議会が行う研修に積極的に参加している。
市内小中学校の耐震診断は完了したか。今後の対策は。
昨年まで小学校3校、中学校2校が残っていたが18年度で完了した。耐震補強、大規模改造など計画的に
早く改修していく。
青少年保護育成事業の有害環境実態調査で自動販売機など増減の傾向は。
有害自動販売機の設置状況は、市内で4カ所26台設置されている。箇所数は減っている、台数も増えてい
ない。ＰＴＡのパトロール、住民運動が必要だ。
○交流センターについて、もっと慎重な対応が必要という反対意見があった。介護保険制度そのものに
反対という意見があった。

◆平成18年度安曇野市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について
介護予防、自律支援施策を充実させる新しい制度となったが、食費・ベットなど負担が多くなっている実
態はどうか。
高齢化により要介護認定者、サービスを利用される方は増加している。平成19年3月末で第1号被保険者
は22,636人。認定者は要介護、要支援認定者3,442人、第2号被保険者の認定者を含めると3,564人。在宅
サービスの利用者、施設サービスの利用者を合せると2,951人が受けている。地域包括支援センターの相
談業務、ケアマネジメント業務全般にわたり増加傾向にある。
○新しい介護保険制度、また、対応の仕方に問題があるという反対意見があった。

◆陳情第14号　私立高校に対する大幅公費助成をお願いする陳情書　賛成4人、継続2人で採択
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建設水道委員会

○条例関係については、安曇野市厚生住宅条例の一部を改正する条例の制定について
○予算関係については、平成19年度安曇野市一般会計補正予算（第2号）について
（建設水道委員会所管事項）他1件
○決算関係については、平成18年度安曇野市一般会計歳入歳出決算の認定について
（建設水道委員会所管事項）他2件
○市道の廃止について　他1件

以上について、審査した。

◆安曇野市厚生住宅条例の一部を改正する条例の制定について
内容は「第201号の一部」
町三　安曇野市明科中川手2577番地3
潮　　安曇野市明科東川手872番地1
を老朽化により用途廃止のため削除とする改正で原案通り可決

◆平成19年度安曇野市一般会計補正予算（第2号）について（建設水道委員会所管事項）
災害危険住宅移転事業について、該当者が他市へ移転した場合どうなるのか。
移転補助内容は、国が2分の1、市が4分の1、以外は県からとなっている。他市へ移転した場合、市の負
担の半額を移転先が負担として協議している。
穂高駅西側の開発について、地権者を中心に進めているが市の考えは。
土地区画整理事業として、土地区画整理法に基づき、組合施行で進めていただく。市は技術援助、あるい
は道路に対する補助を行う。それに関連し、市の事業として駅口広場、自由道路部分は直営事業とする。
事業の主体性として、市事業と組合の区画整理事業とはセットではないか。
土地区画整理事業は組合施行であるので、市は口出しはできない。A
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A
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Q
& A

土地区画整理事業説明会

各委員会の研修視察について（日程報告）
■議会運営委員会
・視 察 日：2月7日～8日
・視察場所：東京都東村山市

神奈川県伊勢原市
■環境経済委員会
・視 察 日：7月8日～10日
・視察場所：和歌山市

滋賀県甲賀市

■建設水道委員会
・視 察 日：10月2日～4日
・視察場所：福島県三春町

山形県鶴岡市
■福祉教育委員会
・視 察 日：10月9日～11日
・視察場所：福島県喜多方市

宮城県仙台市
栃木県大田原市

■総務委員会
・視 察 日：10月10日～12日
・視察場所：山形県長井市

宮城県岩沼市

※紙面の都合上、視察報告につきまし
ては次号に掲載いたします。
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傍聴のすすめ
青山　守（病院職員）

「議会だより第７号」報告後、以下８件の議会
行政視察を受け入れました。
それぞれの担当部及び議会常任委員長が対応し

ました。

６月19日（火） 東筑摩郡 筑北村議会 村長・議会議員
・安曇野市穂高社会就労センターについて

８月２日（木） 新潟県 村上市議会
村上市議会広報特別委員会

・「安曇野市議会だより」編集について
８月３日（金） 大町市議会 議会運営委員
・議会運営について

８月21日（火） 山口県 柳井市議会 政友クラブ
・新公共交通（デマンド交通）について

９月28日（金） 飯田市議会　市民パワー
・新公共交通（デマンド交通）について
・防災行政無線について

10月18日（木） 福岡県 八女市議会 議会議員
奈良県 宇陀市議会 議会議員

・新公共交通（デマンド交通）について
10月24日（水） 宮城県 石巻市議会 公明会
・安曇野ブランドについて
・シニア活用法について

議会行政視察受入れ報告議会行政視察受入れ報告

９月議会一般質問で地域医療のこ
と、赤十字病院の新病院建設のこと
が取り上げられるとのことで、議場
に足を運びました。

議員の方々は、休憩時には必ず傍聴席に視線を向けま
す。中には会釈をする議員もあります。
市長は今日の医療について、医師不足により地方の医

療環境は危機的な状態で、特に産婦人科・小児科は医師
が大都会・大病院に集中し崩壊寸前で、これらは国の医
療制度・政策のミスである。続けて、安曇野市にとって
安曇野赤十字病院はなくてはならない病院であり、古い
ままの安曇野赤十字病院では医師集めは困難である。
そのようななか、今回の赤十字病院の建設に市として

何ができるか、どんな支援ができるか、最低限のことは
しなければならないと考えているとの宣言に、議員席か
ら同感のエールの声が上がりました。思わず身を乗り出
しました。
一般質問のやりとりの息遣い・臨場感・雰囲気を間近

に感じ取るには傍聴が何よりです。身近に感ずる質問に
は是非とも傍聴をお勧めします。場面によっては、テレ
ビでは得られない緊張が漂います。
残念なことに傍聴の際、答弁する市長以下職員の方の

表情は見ることができるのですが、質問する議員は傍聴
席からは背中しか見えません。
庁舎内の廊下などにモニターがあり、テレビ放送同様

の画面が映ります。
提案します。議場内に傍聴席向きにモニターを設置し

てはどうでしょうか。

紅葉、冠雪、朝霧・・・。実は、全てが来る安曇野の長い冬の準備に追
われる秋の深まりなのでしょうね。
安曇野市議会は一期目折り返しを過ぎました。各常任委員会の委員構成
など議会人事も刷新し、後半においての重要な課題に取り組んで参ります。
私たち広報特別委員会も今号を区切りにメンバーが変わります。暗中模
索、紆余曲折しながらの前半２年でしたが、創刊からの取り組みは、議会
広報の基礎づくりの重責を担ってきたと自負しております。
今後においても、偏らず・分かり易く・開かれた議会だよりとしての理
念は更に磨かれ引き継がれて参ります。皆様に感謝！ 藤森康友

＊議会広報特別委員会＊
委 員 長　小林純子
副委員長　黒岩宏成
委　　員　青柳吉宏　　大月晃雄　草深　温

下里喜代一　等々力等　西澤韶修
藤森康友　　本郷敏行

第2回安曇野市議会臨時会が平成19年10月30日
に開かれ、議長に水谷嘉明氏、副議長に松尾宏氏
がそれぞれ選ばれました。
常任委員会の構成も下記のとおり変わりました。

■総務委員会　定数8人
栗原定美　西澤韶修　本郷敏行　藤森康友
小林紀之　草深　温　丸山祐之
■環境経済委員会　定数7人
大月晃雄　藤原広徳　吉田満男　等々力等
青柳吉宏　浜　昭次　松森幸一
■福祉教育委員会　定数7人
平林徳子　宮澤孝治　青柳圭二　宮下明博　
山田高久　下里喜代一　小林純子
■建設水道委員会　定数6人
高山一栄　浅川保門　黒岩宏成　高山喬樹
松澤好哲　松尾　宏
■議会運営委員会　定数8人
栗原定美　西澤韶修　大月晃雄　平林徳子
藤森康友　高山喬樹　松澤好哲　浜　昭次
（正副委員長は11月7日の委員会で決定されます）

請願書・陳情書の提出についてのお願い
請願書・陳情書は議会の開会中・閉会中を問わず、い

つでも受理しますが、議会運営の都合からそれぞれの定
例会ごとに、定例会が開催される日の10日前（具体的に
はお問い合せください）を提出期限としています。
期限までに提出された請願書・陳情書は、その議会で

取り扱いますが、その後に提出されたものについては次
の議会で取り扱います。

平成19年安曇野市議会12月定例会会期日程（予定）

12月4日（火曜日・開会）～12月21日（金曜日・閉会）
頃を予定しています。

10月30日、正副議長選行われる

常任委員会等の構成


